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総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 

省エネルギー小委員会（第１８回） 

 

日時 平成28年８月９日（火）９：59～12：03 

場所 経済産業省別館３階 312各省庁共用会議室 

議題 

（１）省エネ政策の現状と課題 

（２）省エネルギー技術戦略２０１６ 

 

１．開会 

 

○吉田省エネルギー課長 

 皆さん、おはようございます。少し定刻より早いですが、委員の皆様もうおそろいですので、

始めたいと思います。 

 ただいまから総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会第18回省エネルギ

ー小委員会を開催させていただきます。本日はご多忙の中お集まりいただきまして、ありがとう

ございます。 

 本日は所用により大聖委員、木場委員、松村委員の３名がご欠席ということでございますけれ

ども、12名の委員と17名のオブザーバーの皆様にご参加をいただいております。どうもありがと

うございます。 

 また、松下委員は、笹沼前委員のご後任として東京都環境局地球環境エネルギー部長にご着任

をされております。笹沼委員にかわりまして、本日は本委員会の委員としてご就任をいただいて

おりますので、ご紹介いたします。 

 本日は、前回に引き続きまして、ペーパーレスで委員会を実施いたしたいと思います。資料に

つきましては、メーンテーブルの皆様に配付させていただいていますｉＰａｄで閲覧いただけれ

ばと思います。 

 動作確認のため、できましたら、ｉＰａｄで資料１が開けるかどうかご確認をいただけますで

しょうか。動作に不具合がある場合は、会議の途中でももちろん結構ですので、事務局のほうま

でお知らせいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、ここから議事の進行を中上委員長にお願いしたいと思います。 

 これより先のカメラ撮影についてはご遠慮いただくようお願いいたします。 
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 では先生、よろしくお願いします。 

○中上委員長 

 おはようございます。朝のさわやかなといきたいところでございますが、大変な猛暑でござい

まして、こういう格好をしていること自体が省エネに反するんじゃないかと思いますけれども、

本日も活発な熱い議論を頂戴したいと思います。 

 何せ省エネルギーは全ての基本だと申し続けてきておりますけれども、エネルギーの需要構造

が決まらないと供給は実は決まらないはずでございますので、まずは省エネから取りかかってい

くというのは基本中の基本でございます。そういう意味では、これからしばらく短いピッチで開

催させていただくことになるかもしれませんが、よろしくご協力をお願いしたいと思います。 

 前回、昨年の省エネ小委員会の取りまとめに関する進捗状況と、それから今年４月に経産省が

策定いたしましたエネルギーの革新戦略を踏まえた今後の省エネ政策の方向性について、委員の

皆様から活発、貴重なご意見を頂戴いたしました。今回は、この革新戦略を具体化する観点から、

今後の小委員会における論点案としまして、省エネ政策の現状と課題を事務局において準備して

いただきました。また、経産省とＮＥＤＯが共同で作業していただいております「省エネルギー

技術戦略2016」が取りまとまりましたそうでございますので、これについても後ほど資料を準備

していただきましてご説明を頂戴したいと思います。 

 本日も委員の皆様から活発なご意見をいただければ幸いでございます。 

 

２．議事 

（１）省エネ政策の現状と課題 

 

○中上委員長 

 それでは、これより早速議事に入りたいと思います。まず議題（１）は、省エネ政策の現状と

課題ということで、事務局よりご説明を頂戴しますが、この資料はやや長いものでございますか

ら、３つに区切って質疑応答を進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、そういう手順でいきたいと思います。まず、現状認識及び原単位の改善についてご

説明を頂戴したい。よろしくお願いします。 

○吉田省エネルギー課長 

 それでは、事務局からご説明いたします。 

 皆様、資料１をお開きいただきたいと思います。「省エネ政策の現状と課題」というタイトル

をつけております。 
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 今、委員長からもご紹介ございましたが、前回、皆様に大変多彩なテーマについてご意見をい

ただきました。その後、事務局において委員長とご相談しながら議論いたしまして、今回の小委

員会のシリーズの中で、論点として取り上げていただきたい３点を案として取りまとめました。 

 １ページめくっていただきまして、これから４つのテーマをお話しいたしますけれども、今申

し上げた３つというのは２番、３番、４番のところでございます。原単位の改善について、エネ

ルギー管理単位について、それからサードパーティの活用について、この３つが事務局として、

この委員会でこの後ご議論いただきたいと思っている論点でございますが、それに加えて１番に、

その背景としての現状認識、この一連のところを資料１ということでこれからご説明をしていき

たいと思います。 

 １ページおめくりください。まず、背景のところでございます。ここから３枚にわたってご説

明いたしますが、まず、原単位の改善の状況というところでございます。 

 皆さんご案内のとおり、エネルギーミックスにおきましては、一番上の青囲みのところでござ

いますが、成長と省エネの両立を目指しております。成長しながら省エネするということでござ

いますから、当然ながら、原単位の改善というところが不可欠になってまいります。 

 左側はエネルギーミックスの絵でございまして、これは前回もお示ししているものでございま

すが、成長しながら省エネする、原単位の改善は不可欠ということでございます。 

 その中で、例えば産業・業務部門について見てみますと、右側のグラフでございますが、エネ

ルギー消費量、この絵でいいますと紫色でございますが、これはかなり長いスパンで書いており

ますが、直近のところを見ていただきますと減少するという一方で、原単位については、これは

赤い線でございますけれども、直近で見ましてもやや停滞しているのかな、というところでござ

います。 

 エネルギーミックスでは、産業・業務部門につきましては、ＧＤＰベースで年平均1.67％原単

位を改善していく必要がございます。これを踏まえると現状のこの状況、このグラフに示された

状況は、まさに原単位が停滞している、改善が停滞しているということでございまして、ここに

手当てが必要だというふうに考えております。 

 同様の傾向を次の紙でももう一度ご説明したいと思います。３ページでございますが、エネル

ギー生産性の改善の状況を、省エネ法の特定事業者からの報告に基づいて状況を見たものでござ

います。 

 省エネ法の特定事業者１万2,500事業者ございますけれども、そこから上がってきたデータに

よりますと、このグラフにございますように、棒グラフがエネルギーの消費量でございます。消

費量のほうは、2010年以降やや減ってきているというところでございますが、他方で原単位、折
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れ線グラフのほうでございますが、これを見ますと停滞しているということで、１枚前で見てい

ただきましたマクロのデータと同様の傾向を示しております。原単位については、最近におきま

しても、エネルギー消費量が減る中で停滞しているということでございます。 

 次のページをお願いします。４ページでございますが、我々としては、この原単位を改善する

ということが極めて重要だというふうに考えておりますが、それも好循環の中でやっていきたい

と思っております。我々が申し上げている好循環というのは、右側のオレンジ色で書いた好循環

でございますが、省エネ取組、省エネに対する投資、ソフト・ハードへの投資をしていただいて、

省エネの取組が進むと原単位が改善する。原単位が改善すると、企業収益が上がる。企業収益が

上がると、またお金が出てきますので、それで省エネ取組が進むと、この好循環を進めていきた

いと思っておりまして、左側の緑で書いておりますような、生産量を減少させて省エネを進める、

こういった方向には陥らないようにしていきたいということでございます。 

 そのために、本日これからご説明するテーマ３つでございますが、それぞれについて具体的な

施策が必要ではないかと思っております。具体的には、１番といたしまして、まず原単位改善に

取り組むインセンティブを強化していく必要があるのではないか、これが１点目でございます。

それから、エネルギー管理の実態に合った規制や補助制度の構築、これが必要ではないかと思っ

ています。これはちょっと補足が必要ですが、後でも詳しくご説明いたしますけれども、省エネ

の取組を進めるに当たって、事業者単体でいろいろな取組を進めておられますが、それとあわせ

て事業者の単位を超える複数の事業者で協力して省エネを進める、あるいは原単位を改善すると

いうような動きが最近広がってきていると思います。そういった実態に合わせた規制あるいは補

助金制度、こういったものを議論するべきではないか、これが２点目でございます。それから３

つ目が、サードパーティの活用による省エネポテンシャルの掘り起こしとここでは書いておりま

すが、なかなか当事者だけでは省エネが進みにくいところに、インセンティブを持った第三者が

入ることで省エネをさらに深掘りしていく、こういった動きもあわせて進めていくべきではない

か、この３点を通じまして、先ほど私申し上げました原単位の改善をさらに強く推し進めていく、

こういう状況をつくっていきたいということで、この３点をこの省エネ小委員会でさらに深く議

論していただきたいというのが事務局の提案でございます。 

 そうしましたら、まず１点目のところについて詳しくご説明いたします。原単位の改善につい

てでございます。 

 ６ページ目をごらんください。まず、これは原単位改善についてまとめた一枚紙でございます。 

 まず、現行制度でございますが、省エネ法は、ご案内のように、判断基準に基づいて事業者に

原単位の改善を促して、必要に応じて指導等の措置を実施しております。 



 5 

 原単位「１％改善」というものをまずお願いをしておりますが、それに加えて、より現場の実

態に合った取組を皆さんにやっていただくために、業界ごとの状況に合った原単位目標（ベンチ

マーク）というものの設定をお願いしています。 

 また、３つ目でございますが、優良事業者の称揚、それから停滞されている事業者の取組促進

を進める観点から、事業者クラス分け評価制度（ＳＡＢＣ評価制度）を本年度から開始したとこ

ろでございます。これがこれまでできていること、現状でございます。 

 今後、さらに３つほど課題があるかなと思っております。 

 下に行きますけれども、まずベンチマークの設定業種を拡大していきたいということでありま

す。2018年度中に７割カバーしたいということは前回の小委員会でも申し上げましたが、これに

向けて具体的な施策が必要だと思っています。この後補足でご説明いたしますけれども、なかな

か簡単には進まないと思っております。一番典型的なところは、原単位をどう設定するかという

のが業種によっては非常に難しいというのがあると聞いています。そういうところに対して、例

えば、標準的な考え方を提示するだとか、あるいはベンチマークを設定すること自体にインセン

ティブを付与していくだとか、いろいろなことが考えられると思いますが、こういったことをこ

れから議論していく必要があるのではないかというのがまず第１点です。 

 それから、事業者クラス分け評価制度（ＳＡＢＣ評価制度）については、実効性のさらなる向

上が必要だと思っています。称揚効果あるいは取組促進効果というのを我々期待していますが、

それをより高めるためにどういった方策があり得るか、これについてもご議論いただきたいと思

っています。 

 それから３点目でございますが、原単位改善を推し進めるために、省エネ量だけではなくて原

単位の改善率に着目した支援制度の充実も考える必要があるのではないか。この後、補足の資料

でご説明しますが、予算、省エネ補助金等でございますけれども、今、省エネ量に着目している

ところ、原単位についてどうするのか、こういったところも論点かなと思っています。 

 以下、補足の資料を幾つかご説明いたします。 

 今申し上げましたベンチマーク制度、これは前回もご説明をしておりますけれども、これは事

業者の原単位改善に向けた取組を一層促すために、業界ごとの実態を踏まえて原単位をつくって

いくというものでございまして、下にちょっと小さい字でございますが表がございますとおり、

各分野ごとに目指すべき水準、例えば高炉による製鉄業、一番上でございますが、粗鋼生産量当

たりのエネルギー使用量というものを決めています。各業界それぞれ原単位の置き方は様々でご

ざいますが、お願いをしているということです。 

 真ん中の棒グラフにありますように、今現状でエネルギー消費ベースで53％カバーするところ
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まで、このベンチマーク制度は広がってきておりますが、我々としては2018年度中に７割までこ

れを広げていきたい。そうしますと、大きなところをここにも書いていますが、サービス業に属

する業者がこれから設定をお願いしていかなければいけないというところでございます。先ほど

ちょっと申し上げましたように、原単位の設定一つとっても大変難しい複雑な問題がございます。

そういったところをどうクリアしていくのかということが課題だと思っております。 

 次のページをごらんください。事業者クラス分け評価制度でございます。 

 Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃということで、省エネ法の定期報告を提出した全ての事業者をクラス分けして、

クラスに応じたメリハリのある対応をやっていきたいということで、28年度から本格的にこの制

度を開始しています。 

 例えばＳ事業者というのは、左側、緑のところに書いていますが、努力目標を達成する、また

はベンチマーク目標を達成した皆さんになります。現状は7,774社、全体で１万2,500社ほどあり

ますが、その中の62.6％がＳクラスということで今年度クラス分けをしております。 

 それぞれについてどういう取組をしているかということを次のページでごらんいただきたいと

思います。９ページでございます。 

 まず、Ｓクラスの事業者については、公表ということをしています。省エネ取組が進んでいる

優良事業者として、経産省のホームページで、業種別に事業者を公表しております。事業者にと

ってみれば、同業他社の皆さんの達成目標を把握することができますから、自分の立ち位置も確

認いただけるのではないかということも期待をしています。 

 他方、前回余り詳しくご説明しなかったかもしれませんが、Ｂクラス事業者への働きかけとい

うことも、あわせて今回強化しています。 

 右下にございますように、Ｂクラスというふうに認定された事業者、先ほどの８ページの紙に

1,221社と書いておりますが、この事業者全体に注意文書をまず送付いたします。その後、必要

に応じて現地調査、立入検査等、報告徴収等を行いまして、最終的に指導が必要だと認定された

方はＣクラスということにいたしまして、法に基づく指導をしているというような流れで進めて

おります。 

 注意喚起文書を見ていただきたいと思いまして、２ページ先に参考ということで注意喚起文書

を示しています。ちょっと字が小さいので、皆様のお手元に紙を１枚だけ配らせていただいてい

ると思います。Ｂクラス注意喚起文書イメージということでございまして、これを実際に配って

います。省エネルギー・新エネルギー部長名で、今申し上げた1,200社余りの方々に出していま

す。 

 ざっと見ていただきますと、注意喚起ということで頭のほうに書いています。あわせて下のほ



 7 

うになりますけれども、今後必要に応じて経産省の委託事業に基づく工場現地調査等を集中的に

実施する、あるいは報告徴収等をやるということを連絡しているものでございますが、さらに、

一番下にございますように、補助金制度についてのご案内もあわせてしているということで、Ｂ

クラス事業者を何とかご努力いただくためにいろいろな指導をしていきたいということでやって

おります。 

 ｉＰａｄのほうに戻っていただきまして、すみません、10ページをごらんください。事業者ク

ラス分け評価制度③というところでございます。 

 このクラス分け評価制度について、例えば２点ほどいろいろ課題があるかなと思っています。

１つは褒めるほう、Ｓクラス事業者のほうでございますが、制度の称揚効果をさらに高める観点

から、Ｓクラス事業者をさらに細分化する必要があるんじゃないか。これは実は前回の小委員会

でも複数の皆さんからご指摘をいただいたところでございます。下にございますようにＳクラス、

先ほど申し上げましたように、全体の62.6％がＳクラスということになっておりますけれども、

これがいいのかどうかということだと思います。 

 それから、Ｂクラスの皆さんについては、今、注意喚起ということを申し上げましたが、あわ

せて、支援制度の活用も含めて、よりこういった人たちの原単位が改善できる方向にいろいろな

支援策も含めて是正措置をやっていくべきじゃないか、こういったところもひとつ論点かなとい

うふうに思っています。 

 すみません、２枚飛ばしていただきまして12ページをごらんいただきたいと思います。 

 これはご参考でございますけれども、今回初めてこの制度を施行いたしますけれども、７月末

に定期報告の提出期限ということになりますが、その次の年の５月、今年の５月の段階でＳクラ

スの事業者を公表し、Ｂクラスの方に注意文書を送付し、現地調査ということもスタートしてい

るところ、ここまで○済と書いておりますが、今既に終わったところでございます。今後、報告

徴収、立入検査等を経まして、３月の段階で指導に至った方には指導するということでございま

して、こういうことをこれから毎年流していきたいというふうに思っているところでございます。 

 次のページをごらんください。13ページでございます。 

 今申し上げたフローをもう少し正確に書いているのですけれども、今申し上げた指導というの

が真ん中にあります。事業者から定期報告をいただいて、経産省のほうから定期報告内容の評価

をして、報告徴収、立入検査などをやって、最終的に指導に至るというところまででございます。

実は、法律にはこの後の措置もございます。取組が著しく不十分な場合は、事業者に合理化計画

を出していただくということがございますし、そこで出た指示に従わない場合には公表、命令、

あるいはその命令にも従わない場合は罰則ということで、法律は非常に強い措置も用意しており
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ますけれども、ここについては、省エネ法施行以来ゼロ件ということでございまして、そういっ

た、どちらかというと事業者に頑張っていただく、そこを何とか促していくというようなことで

これまで運用してきたという実態をご参考までにお示ししているところでございます。 

 左下にございますように、工場現地調査あるいは報告徴収等の規模感、26年度、これは１回前

ですかね、についてご参考までにお示しさせていただいております。 

 すみません、ここのパート最後の紙でございます、14ページをごらんいただきたいと思います。

省エネ補助金のスキームについてということでございます。 

 先ほど、原単位に着目したという形で支援措置を考えてはどうかということも少し論点として

ご説明いたしましたが、今の省エネ補助金、これは国内で実施される事業であって、既設の設

備・システムの置き換え、または製造プロセスの改善等の改修によって、省エネ・電力ピーク対

策を行う際に必要となる費用を補助する制度でございますけれども、この絵の右側に書いており

ますとり、全体の省エネルギー量が１％以上または500kl以上の原油換算での省エネがなされる

こと、あるいは費用対効果ですね、1,000万円投資当たり200kl以上の省エネ量が見込めるといっ

た費用対効果、こういったところを省エネ補助金の採択を検討する際のメルクマールとして今設

定しているところでございます。こういったところに、今申し上げた原単位といったところも検

討していく必要があるのかどうか、こういったところもご議論いただければということでお示し

をさせていただきました。 

 以上簡単でございますが、まずは前提のところと１番の原単位改善についてということで資料

をご説明いたしました。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。総量で規制していくのか、原単位でするのかといろいろ議論ござい

ますけれども、業種業態が多様でございますので、なかなか一様にはいかないところで、原点に

戻れば原単位ということになろうかと思います。しかし、原単位の変動というのは必ずしも技術

だけではなくて経済状況にも大きく左右されるようにも伺っておりますので、今のご説明を頂戴

しましたので、皆様のほうからご意見、ご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 それでは、委員のほうから順番にいかせていただきます。高村委員。 

○高村委員 

 どうもありがとうございます。原単位の改善のためにいろいろな施策を考えていただいている

ことは非常によろしいかと思っておりますけれども、実際に原単位の改善を実施するのはエネル

ギー担当者、すなわち各事業所のエネルギー担当者、あるいは事業者の中のエネルギー管理統括

者です。今回のクラス分け評価制度が実施されたことによって会社の代表者の関心が非常に高ま
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る。そうすると、そういう担当者に対して、いわゆる締めつけが非常にきつくなるのではないか

と心配です。このため、そういう方が動きやすいような体制も構築していく必要があるというよ

うな気がしています。 

 現状ではエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者というのが事業者全体で決まって

おります。その中の企画推進者は資格が必要であり、エネルギー管理講習を受講することになっ

ていますが、エネルギー管理士の免状を持っている方はそのままなれるということになっていま

す。そうしますと、エネルギー管理士の免状を持って企画推進者に選任された人というのは全体

を統括するような方法、そのために何をやったらいいかということについての講習を受けないと

いうことになります。エネルギー管理講習を受講して選任されていれば受けているということに

なります。それと同時に、第二種エネルギー管理指定工場のエネルギー管理員につきましても、

エネルギー管理講習を受けた人は、３年ごとの資質向上講習というのがありますので、最新の情

報がいろいろ入ってくる。法律で決まっていますから、３年ごとにどうしても受けなければいけ

ないということで、その機会に新しい情報とか、あるいは優秀な事例の紹介などを１日講習で受

けるという機会がありますけれども、第一種エネルギー管理指定工場のエネルギー管理者とか、

あるいは企画推進者でもエネルギー管理士の免状を持った人にとっては、そういう新しい情報を

受ける機会もないということにもなります。ですから、今回のように制度は整って、補助金など

もいろいろ考えていただけるということですけれども、実際に担当する人が働けるような、働き

やすいような、そのような制度を効果的に使えるような体制もぜひ考えていただきたいというこ

とです。よろしくお願いいたします。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。非常に貴重なご意見かと思います。形式的には整っているようです

が、意外と抜けがあるかもしれないというご指摘だったと思います。 

 それでは次、飛原委員。 

○飛原委員 

 飛原でございます。今回の取組の前提といいましょうか目論見のところの４ページのところの、

省エネ取組を契機として持続的な省エネの好循環を見たいという、そういうお考えをまず説明し

ていただきましたけれども、この文章を読むと、省エネを取り込むことによって経済全体が好循

環を生むという、非常にある種楽観的な見方だなというふうに思われます。 

 でも、経済全体が省エネでどんどん方向性を持って動いていくというのは必ずしも思えないと

いうようなところから考えますと、経済の拡大が必ずしも順調に進まない社会において、省エネ

ルギーをどう推進していくのかという視点を説明していただければというふうに思います。もし
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それが十分でないのであれば、経済拡大というものが伴わない社会でどうやって省エネ取組を推

進していくのかという、その施策についてのお考えがあれば聞かせていただければと思います。

こういった議論というのは労働生産性を上げるというときも、経済が拡大すれば労働生産性の向

上というのは割合取り組みやすいんですけど、拡大しない場合には結構大変だという、同じよう

な議論がどこにでもあるんですけれども、そういったような前提といいましょうか、目論見全体

に対して、それがうまくいかなかったときにはどうやって推進するのかといったようなことのお

考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

○中上委員長 

 非常に難しいご指摘かと思いますが、事務局のほう少しお考えいただいてよろしくお願いしま

す。 

 それでは、佐藤委員。 

○佐藤委員 

 ありがとうございます。原単位改善について述べます。 

 省エネは、指標として原単位も重要ですけれども、日本のエネルギー全体量の効果的な減少に

結びつけるためには、10ページの各クラスの事業所数だけではなく、エネルギー使用量割合も表

示すべきだと思います。その上で、エネルギー消費量の多いクラスの業種を重点化して、Ａクラ

スもさらなる省エネ努力を促すとともに、Ｂクラスには是正強化をすることが必要だと思います。

これはご説明にもありましたとおりですけれども。 

 また、消費者に便利なコンビニも、その多くは24時間営業で、電灯や空調、冷蔵施設や配送車、

売れ残り商品廃棄など業務部門のエネルギーや食物浪費の象徴となっています。７ページの

（７）に、コンビニエンスストア業のベンチマークとして、「電気使用量合計を売上高で割った

指標」がありますが、これには少々違和感があります。電気だけでなく配送エネルギーも合算し

て営業時間や店舗面積当たりの原単位でも比較し、共同配送や省エネ実績の推奨ラベルを店に提

示するなどの工夫をしていくべきだと思います。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。最後のご指摘の物流に関しまして、後ほどまたご議論を頂戴するこ

とになろうかと思いますが、業界によりましては非常に微妙なところでございますので、境界線

でもございますので、後ほどまたご議論を頂戴したいと思います。 

 それでは次、豊田委員、お願いします。 

○豊田委員 
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 ありがとうございます。まず３点ほど申し上げたいと思います。１つは、原単位が改善してい

ないことの原因究明が不可欠だと思います。飛原委員がおっしゃった経済成長していないがゆえ

なのか、あるいは技術がないのか、設備投資にお金がかかるのか、特に産業部門において原因を

究明していただく必要があると思います。この調査票は非常にいいと思いますが、早急に原因究

明をしていただく必要があると思います。そもそも省エネの前提の経済成長1.7％ができていな

いわけです。そういう意味では、いろいろな原因があるだろうと思いますし、それによって特に

Ｂですか、余り成績がよくないＢあるいはＣにどういう手当てをしていったら良いのかというこ

とを整理していただく必要があると思います。 

 ２つ目に、この間より議論がある、Ｓが多過ぎるという点についてです。多過ぎるから悪いと

いうよりは、さらにエンカレッジするべくＳＳクラスをつくるとか、ぜひ工夫をしていただいた

らよろしいのではないかと思います。 

 ３つ目は業種の拡大です。サービス分野はいろいろな業態がありますから簡単ではないと思い

ますが、百貨店とか可能な限り広げていただくときに、立地地点において稼働時間が違ったり、

床面積が違ったり様々な相違がありなかなかコンセンサスがとりにくいと思います。むしろ条件

の相違について、言ってみれば、補正係数みたいなもので工夫をしていただいて、都市と地方の

違いみたいなものが比較的反映できるような工夫をして差し上げれば消化しやすいのではないか

と思います。業務部門の対象範囲拡大については、ぜひそういう補正係数みたいな工夫をしてい

ただいたら良いのではないかと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○中上委員長 

 ありがとうございました。ＳＳとかＳプラスとかいろいろやり方があると思いますので、アイ

デアは後ほど検討させていただきたいと思います。 

 それでは、市川委員。 

○市川委員 

 ご説明ありがとうございました。原単位についての現状認識というところ、大変わかりやすく

認識をすることができました。この省エネの量だけでなく原単位改善率に着目した支援というも

のの大切さというものを改めて思っているところです。もうこれまでもいろいろな委員の方も述

べていらっしゃいますし、事務局からもお話がありましたけれども、この原単位というもののそ

の中身の大変さ、基準を決めていく大変さとかあると思いますが、ぜひ積極的に取り組んでいた

だきたいと思います。 
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 もう一点、スライド13を見た素朴な感想を述べさせていただきたいと思います。このスライド

13の指導などについてというスライドを見ますと、省エネ法に基づく指導などについては、法律

が施行されて以来、実は合理化計画であるとか公表・命令、罰則までというところはゼロ件とい

うことで、これを何とすばらしいというふうに単純に考えていいのかどうなのか、素朴に思って

いるところです。もしかしたら、事業者の方の対応にひょっとしたら余力があるのではないんで

すかとも見えますし、逆から見ると、経産省の業者に対する評価や措置というのが適切に行われ

ているのかなというのもちょっと気になるところです。新たな省エネ政策への転換という意味合

いにおいても注目していきたいと思っています。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。皆さんも何となく、うん？と思われていることで、後でまたこれも

ご回答を頂戴したいと思います。 

 それでは次、川瀬委員。 

○川瀬委員 

 まず、原単位について少し今後、原単位を見て省エネ化を強化するという、そういう方向も非

常にいいんじゃないかなと思います。 

 それから、今、13ページについてご意見がございましたが、私もこの13ページで、最終的には

罰則に至るということで、その間、この判断基準遵守状況ですか、それを見て、だめな場合は罰

則だと、ここの考え方というのは、やはりきちんとルール化するべきではないかな。やはり最後、

罰則に至る。ベンチマークがある業種についてはもういいんですが、ベンチマークがないところ

は非常にこれ難しいんじゃないかな、その判断が。これは最初、省エネ法でこういったことが始

まった当初から非常に最初からレベルの高い省エネを行っているところは、毎年１％程度の省エ

ネというのは非常に難しいんじゃないかと。非常にゆとりのあるところは、少しずつ小出しに省

エネ化を行っていくと、この法律遵守ができてしまう。ですから、その辺の問題をどう考えるか。

ですから、非常にレベルは高いんだけれども、そこがベンチマークというのがあれば、その辺は

ある程度勘案できるわけですが、それがない業種については、この判断をどうするか。それから、

より判断の中身を透明化するのか、その辺が実際に今年運用するということになると、早くルー

ル化といいますか中身を見えるような形にしておく必要があるんではないかというふうに思いま

す。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 



 13 

 それでは、天野委員。 

○天野委員 

 原単位改善に向けての取組で、ベンチマーク制度ですとか事業者のクラス分け評価ですとか、

またそれをどのように進めていくのかなどよくご検討いただいた内容になっていると思います。 

 それで１つお聞きしたいのですが、こうしたものを実施するのと同時に、それがうまくいかな

い要因のアンケートや調査、あるいはその分析等を並行して行われる予定があるのかどうかを伺

えればと思います。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。事後調査の内容についてのご質問でございました。 

 それでは、お待たせしました、オブザーバーの方、藤井さんから。 

○藤井オブザーバー 

 発言の機会をいただきましてありがとうございます。鉄鋼連盟の藤井でございます。 

 鉄鋼は、皆さんご存じのとおり、世界トップレベルの省エネ効率で物を生産してございます。

そういった中で、毎年１％のエネルギー原単位の低減というのはかなりの努力が必要になってま

いります。これまでも経産省さんの省エネ補助金をいただきながら、自家発電所のリフレッシュ

だとかそういったことでエネルギー効率の改善を進めて頑張っているところでございます。 

 そういった中で、３ページ目のエネルギー消費量が減少する一方で、原単位の改善は停滞とい

う表現なんですけれども、実際にエネルギー消費量が減っているということは、日本全体の経済

活動が下がっているわけで、本来であれば、固定消費分のエネルギー量は変わりませんので、原

単位ということにすれば悪化する方向になると思うんですけれども、停滞ということは、逆に言

うと、消費量が減っている中でも原単位が悪くならない方向で頑張っているというところで、そ

ういった中で、停滞しているけれども、さらなる原単位の低減活動が必要だというような我々に

もう少し頑張ってよというような表現にしていただいたほうが、これじゃこのまま全然進んでい

ませんよと言われるようで、もうちょっと我々に頑張ってよというような表現にしていただけれ

ば、ものすごくありがたいかなというふうに思います。 

 あと、高村先生のお話にありましたように、今回、クラス分け制度ができまして、私もエネル

ギーの会社の委員になってございまして、幹部のほうから、もしＢクラスの通知をいただくとと

んでもないことになるんじゃないかというプレッシャーを感じながら日々業務を進めているのが

実態でございまして、そういったことを先生に感じていただけるというのはものすごくありがた

いことかなというふうに思います。 

 あと、しょうもないことでございますけれども、４ページ目の施策等々書かれて、これからご
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議論いただけると思うんですけれども、こういった省エネ施策のバックアップをこれからもやっ

ていただければ、我々もいろいろなことが進められますので、これからもよろしくお願いしたい

なと思います。 

 あと１点、ここの絵の中の原単位の横に矢印が上を向いているんですけれども、これは多分下

を向いているのではないかと思いますが。しようもないことですけど。 

 どうもありがとうございました。 

○中上委員長 

 ありがとうございます。私もこれはどう読むのかなと思いながら見ておりましたが、後ほどま

た訂正いたしたいと思います。 

 それでは、奥村さん。 

○奥村オブザーバー 

 ありがとうございます。２点ありまして、まず、原単位の関係なんですけれども、実は、省エ

ネの考え方というのは、やり方といのうは、１つは、例えばボイラーだとか電気施設とかそうい

うエネルギーそのものを使う設備のエネルギー効率を上げるという考えもありますけれども、や

はりもう一つは、そもそも工場のレイアウトを変えるとか、あと加工方法を変えるといった生産

性を上げることと同時に省エネを進めるということがあると思うんですけど、特に経済成長とか

そういうことを考えたときには、生産性を上げながら、かつ省エネも進めるという、そういった

ものをより進めていく必要があるんじゃないかな、そういうことによって全体としてエネルギー

原単位を下げていくというようなところというのが必要なんじゃないかなというふうに思います。 

 もう一点は、また別の話なんですが、先ほど来出ておりますけれども、クラス分けでＳ、特に

業務部門が70％で多いんじゃないかと前回も指摘ありましたけど、その理由は主に２つあるんじ

ゃないかと思います。１つは、震災後非常に、特に業務部門の電気の節約、省エネが非常に進ん

だんですけれども、そこの震災直後の省エネの影響というのは、今この段階ではまだずっと続い

ているというところで、それが業務部門のＳクラスに反映されているんじゃないかなというふう

に思います。 

 もう一つは、これはまたもうちょっと根本的な点なんですけれども、業務部門の対象というの

が、大体当たり前の話ですけど特定事業者ですので、1,500kl以上ということです。1,500klとい

うのは、建物にすると必ずしもはっきりはしませんが、３万平米ぐらいの建物ですので、そうい

った大きいところでは、もしかしたらかなりそういう省エネが進んでいるということかもしれま

せんけれども、問題は、前から出ている、業務部門がそれよりも小さいようなところということ

にもっと注目すべきではないかということだと思います。 
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 特に、この建物については、既に新しい建築物省エネ法によりまして、来年度から設計施工段

階では2,000平米以上のものについて基準適合化義務というのが適用されるわけでございますけ

ど、実は、運用段階は今申しましたように、1,500kl未満については、もちろん省エネ法の判断

基準の適用対象にはなっているんですけれども、それを実際にチェックする手段がないというの

はほぼないということじゃないかと思います。それは定期報告もありません。それからエネルギ

ー管理員をつけるそういった義務もございませんので、そこが結局余りチェックされないままに

なっているんじゃないかと思います。 

 その建築物のほうで2,000平米まで下げているのに、設計施工段階では下げているのに、運用

段階では相変わらず３万平米以上しかよくわからないというこのアンバランスというのはやはり

解消すべきじゃないかなというふうに思っていまして、この点、省エネの徹底という意味からも

さらなる検討が必要じゃないかというふうに思います。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。どこを基準に考えるかというのは従来からも問題になっていること

で、徐々に下げてきてはいるわけでございますけど、ギャップが大き過ぎるんじゃないかという

ふうなご意見であったかと思います。 

 それでは、一通りご意見頂戴しましたので、この時点で何かお話しできることがありましたら、

事務局のほうから。 

○吉田省エネルギー課長 

 大変多くのご意見ありがとうございました。全てにお答えできるかどうかわかりませんけれど

も、少し今答えられる範囲でお答えをしたいと思います。 

 まず、こういう形でクラス分けもしっかりやっていくという中で、担当者の方への配慮という

か情報提供、これは非常に重要なお話だと思います。担当する方が仕事をしやすいように、どう

いう情報を提供していったらいいのかということについては、しっかり我々としても検討してい

きたいと思います。ありがとうございます。 

 それから、Ｓクラスについてもう少し工夫ができるんじゃないか、あるいは指導しなきゃいけ

ない方々についてどうしていくか、もっとルール化していくべきではないかとか、そういったご

指摘もいただきました。あわせて、原因をよく究明していくべきじゃないかというようなご意見

もいただきました。 

 まず、どういう対応が可能か、あるいはするべきかというところは、しっかりとその要因分析

をまず進めていくこと、これが重要かなというふうに思いますので、これは１年目でございます
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ので、実態把握をしっかりした上でさらなる改善というところは、本日のご意見も踏まえて我々

としてもしっかり検討していきたいというふうに思います。 

 ２つ目、大変難しい質問なんですけれども、経済成長が余り進まない中でどうやって省エネを

進めるのかというところも論点を議論していく必要があるのではないかというご指摘、大変難し

いご指摘かと思いますが、我々としては、あくまでも成長しながら省エネをしていく。成長の中

でどうやって省エネをしていくのかというところにまずはしっかりと着目をすべきではないかと

いうふうに考えておりますが、現状、足元のエネルギー消費量の動向、これがそもそもどういう

ところから来ているのかというところを検討する中で、もしかしたら、本日、これは飛原委員か

らのご指摘でございましたけれども、そこに対する何らかの我々としての考え方というのも出せ

るのかなと思いますので、まずは足元で起こっている現象を分析する中で、本日いただいたご議

論に対して我々としてどう答えられるのかというところは少し検討していきたいというふうに思

いました。 

 それから、佐藤委員のほうから、コンビニのところを具体的に出していただきましたけれども、

原単位のあり方についてもご指摘いただきました。我々としては、まずはベンチマーク制度とい

うのをまず広げていきたいというところで、合意ができる原単位というところを追求する中で、

今の形になっております。どこに境界線を置くかというのは非常に難しい問題だと思いますが、

いただいた意見も踏まえながら、今後さらにあるべき姿というのは検討していきたいと思います。

他方で、よく広げていくという、共通の指標をまず合意できるところをしっかり選んで、まずは

やってみるというところも大事かと思いますので、そことバランスをとりながらよく検討してい

くべきかと考えました。 

 それから、すみません、皆さんのご質問、ご指摘に全部お答えできていませんけれども、小規

模なところですね、最後、奥村オブザーバーからご指摘いただきましたが、小規模なところも大

事であるというところもまさにおっしゃるとおりだと思います。特に建物を具体的に挙げていた

だきましたけれども、小さいところ、そこで実際どういう状況なのか、多分実態もよく我々とし

て把握できていないところがあると思いますので、そこはしっかりまた勉強させていただきたい

というふうに考えました。 

 すみません、全部にお答えできていないと思いますが、最後また加えさせていただくかもしれ

ませんが、とりあえず事務局からのお答えとさせていただきたいと思います。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。まだ２つほどテーマがございますので、とりあえずここで一旦打ち

切らせていただいて次に行きたいと思います。 
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 それでは、次の課題についてご説明をお願いします。 

○吉田省エネルギー課長 

 続きまして、15ページをお開きいただければと思います。３つ目になりますが、論点としては

２つ目になります、エネルギー管理の単位についてということでご説明をしてまいります。 

 次のページ16ページをお開けください。ここでご説明したい要約がございます。 

 まず、現行制度でございますが、省エネ法あるいは省エネ補助金におきましては、事業者によ

る柔軟な省エネ活動を促進するために、これまでも工場・事業場単位の制度から事業者単位の制

度に転換するなど、エネルギー管理の実態に合った体系というのをこれまでも検討してきたと思

っております。後でご説明しますが、平成20年には、今まさに申し上げました事業場単位、工場

単位の制度から事業者単位に改めるという改正をしております。 

 また加えて、２つ目でございますが、省エネ法第84条の２に、括弧の中は非常にわかりにくい

文章ですが、経産大臣は、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化等の促進に寄

与する取組を促進するよう適切に配慮。要すれば、ほかの人の省エネになる取組に協力するとい

ったことについて配慮しよう、ほかの人の省エネに寄与するような取組をした人に配慮しようと、

こういった配慮事項を設けております。これを踏まえて事業者の単位を超えた省エネ活動にも

我々でこの省エネ法の中でも配慮することになっているのですが、実際にはあくまで配慮でござ

いますので、地縁的一体性のある場合等について特例的な運用を行うに留まっているということ

で、事業者の単位を超えたところというのはなかなかまだ目がいっていないのかなというふうに

考えています。これが現行でございます。 

 今後の課題でございますが、よりエネルギーの管理の実態に合った制度、冒頭、私申し上げま

したように、事業者の単位を超えた省エネというものも実際にはいろいろ創意工夫されていると

いうふうに考えていますので、例えばサプライチェーン単位あるいはグループ会社単位、こうい

ったところでの省エネ活動を補助金等も含めて評価していく必要があるのではないか、これが問

題提起でございます。例えば、サプライチェーン単位、グループ会社単位での省エネを促進する

支援制度、予算においても充実させる必要があるのではないか、こういったことをご議論いただ

きたいと思っております。 

 以下、補足の資料になってまいりますが、17ページをお開けいただきたいと思います。 

 先ほど、事業場単位から事業者単位に変えたということを申し上げましたが、平成20年の省エ

ネ法の改正の際に、エネルギー管理の実態に合わせて「工場・事業場単位」から「事業者単位」

に規制を変えています。 

 下に絵がございますように、以前、平成20年より前は、工場・事業場単位規制でございました
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ので、会社の中に1,500klまで使っていない工場、あるいはそれ以上使っている工場が混在した

場合に、一部だけ指定工場ということで規制をしてまいりました。それを平成20年に改めまして、

会社全体で特定事業者として指定する、特定するという形にいたしましたので、エネルギー管理

というのは多分会社単位で行われると思いますので、より実態に合った規制になったのではない

かというふうに理解をしているところでございます。 

 あわせて、下のほうにございますが、コンビニエンスストアが典型例だと思いますが、特定連

鎖化事業者という考え方を入れまして、個別に見れば直営店、加盟店いろいろコンビニもあると

思いますが、1,500klいかないたくさんのお店がある。実際には、フランチャイズチェーン本部

のほうで全体の管理をしているという実態がある場合には、全体を特定連鎖化事業者と捉えて省

エネ法の規制対象にしようということにした。これは平成20年にやっております。両方ともエネ

ルギー管理の実態に合った規制体系ということで、これまでやってきた工夫の一つということで

ご紹介をさせていただきました。 

 次のページをごらんください。先ほど、現行制度の２つ目で申し上げましたけれども、配慮と

いうことで、我々、事業者の単位を超えた省エネ活動も適宜それに合った運用を行っているとこ

ろでございます。その１つ目の例でございます、地縁的一体性を持った複数事業者の取扱いでご

ざいます。 

 下の絵を見ていただければと思いますが、ここではＡ事業者、Ｂ事業者２つがあって、このＡ

事業者のａ２工場という大きな工場の中にＢ事業者のｂ１工場が入り込んでいるという例でござ

います。実際に例を聞いてみますと、例えば自動車会社の工場の中にサプライヤーの工程が入っ

ているというようなケース、こういうのが地縁的一体性を認められるケースとして実際あるそう

でございますが、こういった形で実態としてはたくさんあるようであります。この場合には、エ

ネルギー管理がＡ事業者の配下にあるということが認められる場合、これについてはＡ事業者の

責任で省エネ法の報告等をやっていただくという格好になっています。これはまさに場所も地縁

的といいますか場所も一体となっているわけでございまして、こういう場合には複数事業者の一

体管理ということを既にやっているということでございます。これが１つ目の例でございます。 

 次のページ19ページをごらんいただければと思います。 

 未利用熱活用制度、２つ目の例でありますが、これも下の絵を見ていただければと思います。

一番下に未利用熱の販売者というのがあります。未利用熱を出す人ですね。この人が未利用熱を

出して、例えば、隣の工場でその未利用熱を使った場合、この場合、エネルギー消費原単位の計

算の方法で特例を用意しています。未利用熱を販売した方は、エネルギー消費原単位は、分子の

エネルギー使用量から販売した副生エネルギーの量を引いていいという形にしています。あと、
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買った人についても特例を設けておりまして、エネルギー使用量から購入した未利用熱、これは

差し引いてもいいという形にしています。こういう未利用熱を活用するために一定の投資が必要

であるということで、これを促進するために運用上こういう制度を設けておりまして、この２つ

の事業者両者にメリットがあるような、そういう運用をしてこういう事業者の単位を超えた省エ

ネ活動にも配慮をしているということでございますが、これも多分場所的にもかなり近接したと

ころということで非常に特殊な例だと思います。 

 次のページ、これは未利用熱の定義でございます。細か過ぎるので、ここでは割愛させていた

だきますが、未利用熱も少し厳格に見ています。何でも未利用熱だというわけじゃないというこ

とで、後で必要に応じて適宜ご参照いただければと思います。 

 以上申し上げましたように、今でも法律上できることということで複数の事業者でやっている

工夫についても一部配慮をしておりますけれども、先ほどから申し上げていますように、管理の

実態というのはさらに広がってきている、事業者を超えて広がっていると思っています。この後

４つほど例をお示しいたしますが、例えば、この１つ目の例、21ページの例でございますが、事

業者Ａと事業者Ｂで同様な製品をつくっている場合の上工程を集約する、こういうケースはよく

あると思います。この場合、全体の原単位はよくなりますが、これをＢ事業者だけに計算するの

か、あるいはＡ事業者とうまく配分するのかという問題があります。投資をどっちがやるかとか

そういったところも絡んでくると思いますが、こういったことをまさに共同でやった省エネ、こ

のエネルギー管理をＡ事業者、Ｂ事業者またいで捉えることによって、こういう形で行われる省

エネを促進するということができるのではないかということで、一つ事例として検討すべきじゃ

ないかということでございます。 

 次のページをごらんください。エネルギー管理の実例②でございます。 

 これは、いわゆるミルクランというものに相当するものだと思いますが、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、

本来であれば、もともとそれぞれが物流のためにトラックを使って自分の物を運んでいた。それ

をうまく工夫することによって、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社が共同で１つのトラックを使う。これによっ

て積載率、運送効率を上げていくということで、その３社が協力して省エネをやるという例が考

え得ると思います。この場合も、エネルギー管理の実態として、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社全体にまたが

っているというふうに捉えることで、全体の原単位をしっかり評価できるのではないか。それに

よってこういう取組、こういう省エネを促進することができるのではないかということを考えて

例②として挙げさせていただきました。 

 次のページをごらんください。23ページでございます。 

 これは、情報共有によって省エネをしようというものでございますが、メーカー、卸、小売と
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サプライチェーン全体で需要予測を共有するということがもしできれば、生産、物流、販売を最

適化することができて、それによって過剰生産・在庫・サービスを抑制して、全体として省エネ

を実現できるのではないか。こういったことを促進するためにも、エネルギー管理というものを

個々のメーカー、卸、小売だけとじて報告をしていただくのではなくて、全体を通じてエネルギ

ー管理をしていただくことでこういう動きをさらに促進することができるのではないかというこ

とで例③として挙げさせていただきました。 

 最後に、４番目の例でございますが、これは実際、業界団体のほうからも一部要請、要望等も

既にいただいておるところでございますけれども、例えば左側、これは連結してＡ社の中にＢ子

会社、Ｃ子会社、Ｄ関連会社があるという場合に、実際には経営管理、エネルギー管理は実態と

して１つだと思っておりますので、エネルギー管理も実はこのＡ社さん、ホールディングスのほ

うでやっている。しかしながら、現状の省エネ法あるいは省エネ補助金の中では、Ａ社、Ｂ社、

Ｃ社、Ｄ社、それぞれ別々ということで捉えておりますが、実際に経営管理の中で管理がなされ

ているとすれば、この丸で囲った全体でエネルギー管理ということをさせていただいて、法律あ

るいは支援制度を運用していくということがよりよいのではないか。全体として省エネをする余

地も工夫も出てくるのではないかということで例④として挙げさせていただきました。 

 右側の絵は、それとちょっとまた違う例でございますけれども、Ｅ社の中に工場が２つある場

合に、実際のエネルギー管理というのは、ほかのエンジニアリング会社に委託しているというよ

うなケースもあるのではないか。こういった場合は、エネルギー管理の実態をもしかしたらＦ社

も加えた中であり得るのではないか。こういうところにも柔軟に対応できるように省エネ法ある

いは省エネ補助金等の制度を考えていく必要があるのではないかということで、４つ目の例とし

て挙げさせていただいたところでございます。 

 以上が、このエネルギー管理の単位についてこれから検討が必要じゃないかということのご説

明の資料でございます。こういった観点、エネルギー管理の実態を、今、既存では事業者単位で

ございますが、これを広げていくことについていろいろご議論いただければと思います。ありが

とうございます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。時代は随分変わってきておりまして、ホールディングス会社に代表

されるように、会社の経営自体も従来とは変わった形態がどんどん増えてきているということも

ございますし、それから、省エネも大口のところをまずターゲットにしてという段階からさらに

深掘りしていくということで、単体ではなくてグループ全体であるとか関連であるとかというこ

とを含めて、幅広く深掘りしていくという状況に入ってきたのかなという感じで聞かせていただ
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きました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、またご意見、ご質問等頂戴したいと思います。 

 それでは、まず宮島さん。 

○宮島委員 

 どうもありがとうございます。本当に今のお話を聞きましてもというか、実感として取材など

をしていましても、今、省エネに関しては、個々の事業者では相当な努力をされているんだけれ

ども、もう問題が、やはり事業者を超えた部分になっているのだということはすごく感じます。

特にこの例におきまして、まず、個々に聞くと、例えば１つの会社が省エネをしたくても、その

省エネができない理由というのが、別の会社、それと関連する別の会社のニーズなどによってそ

れが阻害されている、あるいは、そのさらに先に国民のニーズあるいは利用者のニーズがここに

あるから、それができないんですということをネックとして言われる方はすごく多いんですけれ

ども、実はこの阻害要因になっている別の会社はそれに気がついていなかったり、あるいは国民

も、ここをこうすれば、もうちょっと省エネは進むのにということを思っていたりで、お互いの

忖度が何となく少し省エネと外れる形で進んでいるような連携があると思うんです。先ほどコン

ビニの例があったと思うんですが、コンビニも、一般消費者の目で見ても、もうちょっとここを

こうすればそんなに自分たちは不利益じゃないのに、なくてもエネルギーが抑えられるんじゃな

いかと気がつくような点は幾つかあって、そういったところをこれから掘り起こしていくことは

すごく大事だと思います。 

 特に例の中で、最近ニュースにもなりましたけれども、飲料メーカーでしたかね、配送を一緒

にするという話があります。エネルギーだけじゃないと思いますけれども、それは結果的にはエ

ネルギーの省エネに非常に役に立つと思います。それはそれぞれの個社が、自分たちの利益とか

いろいろな理由で進められたんですが、それはもうちょっと行政としてもリードして、こことこ

こが話し合いが進むようになれば、行政としても少しサービスをするよとか、ポイントをつける

よと誘導していけば、そこに気がついて議論が進むような部分は多いと思います。そういったと

ころを今後、掘り起こしの部分からもあると思うんですけれども、進めていくと、もう次の段階

の省エネに入れるのではないかと思います。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、豊田委員。 

○豊田委員 

 ありがとうございます。事業場から事業者へ、そして複数の事業者へというのは大変結構です
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し、幾つかの例というのもわかりやすいと思います。恐らくこの４番目の実例のさらに先には、

特に中小企業を念頭に置いた組合とか地域とか、本当に複数の事業者を巻き込んでいく、とりわ

け中小企業者を巻き込んでいくという工夫がきっとできるのではないかと思います。中小企業者

の場合は情報が足らない、そしてコストがなかなか負担できないという問題があります。地域ぐ

るみ、組織ぐるみで実施するところに助成をして、その困難さを乗り越えてもらえるようにした

らよろしいかと思います。 

 エスコビジネスの方々も、中小業者の方はなかなか手間がかかる上に、コストについても非常

に厳しい要請があるため、ビジネスになりにくいころがあるようです。組織ぐるみ、地域ぐるみ

にすれば、エスコビジネスも入っていきやすいですしょうし、是非そうした４番目の延長上を考

えていただければと思います。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。中小企業についてはさらにこれから先もっといろいろな問題が出て

きそうでございますので、ご指摘ありがとうございました。 

 それでは、佐藤委員。 

○佐藤委員 

 省エネの好循環を実現するには、18ページの地縁的一体性を持った複数事業者は同一敷地や隣

接工場に限定せず、複合施設や中小企業工業団地などの１区画で未利用熱の利用を評価して、面

的な広がりを持たせるとよいと思います。詳しく説明していただきましたけれども、もう一歩拡

大して広い地域で協力し合うという体制を整えることが大切だと思います。その評価によって地

方自治体から一定割合の省エネ助成があれば、国の支援策も優先させるめり張りある支援策で地

方創生にもつながり、省エネ投資の実現にもつながると思います。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。複数事業者の場合には、同系列であるとか、同じような製品をつく

っている場合には、比較的タイアップがしやすいんですが、そうでないところに熱の非常にうま

いやりとりが起きるかというと、これはなかなか単純ではございませんで、言うは易くして難し

いところはありますけど、次の段階では恐らくそれ以上のことをやっていかないと省エネはさら

なる高見に行けないと思いますので、ただいまのご指摘等を踏まえて今後の検討課題かと思いま

す。 

 それでは市川委員、お願いします。 

○市川委員 
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 スライド16のところで、エネルギー管理の単位の拡大ということが書いてありまして、その単

位の拡大ということには、もちろん賛成をしたいと思います。加えて、この部分では、ご説明い

ただいたスライド15からスライド24の中では、たった１カ所しか出てこない言葉の中に、「過剰

サービス」という言葉が出てくるんですけれども、私は、消費者の立場から、この過剰サービス

の抑制というのは、新たな課題の中に入れてもいいのではないかと思っているところです。 

 スライド23では、情報共有によるサプライチェーンの高度化、過剰生産・在庫・サービスの抑

制とさらっと書いてあります。過剰生産・在庫の抑制までは事業者、それからある程度仕組みが

できればできそうですけれども、過剰サービスというそこの抑制については、どこまで対策とし

て切り込めるかというのは大変難しい課題というか、大変難しいと思っています。ただ、やはり

ここを乗り越えないと、消費者の人たちに省エネの大切さであるとか、全てにつながるような意

識というのがなかなかできないのではないかなと思っています。 

 社会的な視点とよく言われますが、自分の要求ばかりを言うような消費者、そういう社会的視

点を余り意識しないような消費者の人たちの要求に事業者が応え続けてくれているという、今そ

ういう状況にあるのかなと思っています。そんな中で環境負荷が明らかにこれは増えるよねとか、

そういう製品であるとかサービスであるとかというものについて、このまま応え続けていくのか、

いけるのか、そういうものを、たとえビジネスとして何とかなったにしても、これからはやはり

しっかり考えていきましょうよという時期に来ていると思います。 

 過剰サービスと一言で言っても何が過剰か、過剰でないかというあたりも大変難しいとは思う

んですけれども、省エネという大きな目標に向かえば、多分、いろいろなところにかかわるステ

ークホルダーの人たちの相互にかかわる部分のフェーズとかというのも何とか探っていけるので

はないかなと思っています。これからいろいろな人たちの様々な対応というものが求められてい

くのですが、この過剰なサービスというあたりも、ぜひ大きなというか、小さなことではありま

すが、省エネという意味では大きな課題の認識を持ってもよいのではないかと思っているところ

です。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。個人的な感覚ですけれども、過剰サービスを受けるのは消費者のほ

うでして、消費者が過剰なサービスを求めていると、これは一向におさまらないわけですから、

これは相対でやらなきゃいけないことなので、まさに消費者そのものも問われているんじゃない

かと思います。3.11以降かなり消費者の意識が変わってきたと思うんですね。余り冷え過ぎてい

ることはよくないんだというふうに、必ずしもサービスではない。明る過ぎるところはサービス
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ではないという意識が大分変わってきましたので、表裏一体の問題ですから、ぜひこれからもそ

ういう点については追求していく必要があろうかと思います。どうもありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。川瀬さん。 

○川瀬委員 

 非常に難しい問題だと思うんですが、熱を捨てているという情報、あるいは施設利用にまだ余

裕があるという情報、あるいはサプライチェーンとして高度化する可能性があるという、そうい

う情報がまず必要になるのかな。そういった情報を発信してくださいと言っても、多分普通は発

信しないだろうなと思いますので、やはりそういう情報を発信することを評価するような仕組み

がいいのかな。何かそういう情報を集めてみんなに公表するようなプラットフォームですかね、

そういう場をつくるということと、多分小さな企業だと、そういう情報があっても、それを発信

して少し褒めてあげるから発信してと言っても発信しないだろうなと。そうすると、やはり集め

るような人にも何かインセンティブを与えるというようなことが必要かな。集めてきて、そこの

プラットフォームに掲示することを評価するような仕組み、何かそういうことをまずやって、そ

の情報があると、また誰かアイデアのある方が最新のＩＴ技術者を使っていいアイデアを出す、

何かそういうまず情報を集めるというのが必要じゃないかなと思います。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。ただいまのご指摘は、これから最後にご説明いただくこともかかわ

ってくるかもしれませんが、誰がそういう役割を担うのか。必ずしもそれは今までの方々ではな

くてサードパーティという人かもしれないということにつながってくると思います。 

 ほかにございませんでしょうか。フランチャイズチェーンの片山さん。 

○片山オブザーバー 

 ありがとうございます。日本フランチャイズチェーン協会の片山でございます。コンビニエン

スストアにつきまして幾つかのご指摘をいただいておりましたので、一言申し上げたいと思いま

す。 

 ベンチマークのところにつきましては、これは省エネ法でございますので、１店舗当たりの電

気使用量ということで設定をさせていただいております。物流のところにつきましても、低炭素

社会実行計画のほうでは、１店舗当たりどれくらいトラックの効率が上がっているかというとこ

ろでいきますと、走行距離であったりエネルギー使用量というところをおさえております。お店

に届けるものにつきましては、過去より共同配送等に取り組んでおりまして、１店舗当たりの物

流に係るエネルギー効率というのは大分上がってきていて、そこもしっかり捕捉しております。 

 以上です。 
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○中上委員長 

 ありがとうございました。私もその実施行動計画でずっと片山さんとご一緒していたんですけ

れども、物流について効率改善したのは誰が評価されるんだ、運輸にいっちゃうわけですね。流

通に入らないじゃないかということで、それはおかしいんじゃないかとさんざん議論して、流通

の部会の中では必ず同じで議論して数字を出していただくようにしているんですが、最終的には

物流ですから運輸部門の省エネで評価されることが多いんですね。その辺もよく理解して読み取

らないと、必ずしも手抜きをしているわけではなくご努力されているんじゃないかということだ

と思います。ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。どうぞ、松下委員。 

○松下委員 

 本日から参加させていただいております、東京都の松下といいます。よろしくお願いいたしま

す。 

 東京都では、地球温暖化対策報告書制度という制度を持っておりまして、その中では、年間

30kl以上エネルギーを消費する中小規模事業所でも、それを束ねて3,000kl以上になる事業者に

つきましては報告いただいていると、そういうような仕組みを持っております。そういう意味で

は、先ほどご発言もありましたけれども、小規模の事業所ですね、１単位ずつですと対象になら

ないかもしれませんが、束ねて対象になるものについて省エネの取組をしていただいて、また報

告いただいている。都のこの制度ですと、先に目標を立てていただくというところから始まるん

ですが、そういうような取組をしております。 

 １つ目のテーマのときのベンチマークにもつながる話なんですが、そういうところで集めた情

報をもとにしまして、それの平均的な数値等を引き出しまして、その中で、今都としては30業種

のベンチマークを設定しています。都の制度的には、これは単位面積当たりというところでＣＯ

２の排出量を出して、それをベンチマークにしているというようなところでございます。 

 ある面、すごく一生懸命取り組んでいらっしゃる方々は放っておいてもやってくださるかもし

れませんが、そうじゃない一般の認識の皆さんに、いかに取組を強化してもらうかというところ

が非常に大きなテーマだと思っておりまして、そういう意味では、このベンチマーク制度という

のは、自分がどの位置にいるのかというのがすごくわかりやすくなって、じゃあ、どうすればレ

ベルを上げられるかというインセンティブにもなっていく。そういう部分では非常に効果的な取

組だと思っております。 

 いずれにしても、いろいろデータを集めて、そのデータの裏づけを持った仕組みにしていくと

いうところが重要だと思っておりますし、なかなかこのデータが集まりにくいというところもあ
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りまして、そこら辺を国とも協力してやっていきたいと思っております。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。東京都さんの場合には、30業種について細かいエネルギー消費の実

態調査データがございまして、それでベンチマークがみんなが納得いく形で決められるというと

ころがございますので、国全体となりますと、まだまだこれは大変な作業が伴いますけれども、

いずれにせよ、そういうことが順を追って必要になるんじゃないかと思います。どうもありがと

うございました。 

 それでは、ほかにございませんでしょうか。ございませんようでしたら、最後の課題について

ご説明いただきたいと思います。ごめんなさい、何か。 

○吉田省エネルギー課長 

 このパートについてもたくさんご議論いただきましてありがとうございました。 

 そもそもこのエネルギー管理の単位を拡大していくための目的ですね、その目的、エネルギー

管理を拡大した、あるいは複数の事業者で協力して省エネをさらに進めてもらうということのそ

もそもの目的に関して、例えば豊田委員からは、この４番目の例を具体的に挙げていただきまし

たけれども、その先に中小、あるいはその地域におけるいろいろな組合だとか、そういったとこ

ろの省エネというのを引き出すということがあるのではないかとおっしゃっていただきまして、

まさに我々もそのとおりだと思っていまして、この取組を進めることで、今までできなかったこ

と、こういった分野の省エネがさらに進むのではないかというようなところを、今この１番から

４番というのはイメージ図みたいなものですけれども、そのあたりをさらに具体的にしていきた

いというふうに思いました。 

 それに関連しまして、例えば宮島委員から、省エネだけが目的ではないと思いますがというご

発言をいただきましたけれども、確かに省エネ以外にもいろいろな目的があってこういうことが

動くわけでありまして、そういうものもひっくるめて、この省エネのいろいろな体制制度の中で

それが支援できる、促進できるような格好になればなおいいと思いますので、そのあたりは産業

政策との連携みたいなところもよく見据えてやっていきたいと思います。 

 また、過剰サービスのご指摘もいただきました。過剰サービスというのは、そもそも何が過剰

なのかというのはなかなか定義も難しいわけですが、もしかしたら、複数の事業者全体でエネル

ギーというのを見ていったときに、何が過剰なのか、何がさらに工夫できるのかという新しい知

恵も出てくるかと思いますので、何が過剰サービスかというそのものの定義にはなかなかチャレ

ンジできないかもしれませんが、そういったところが見えてくる活動にもなるのではないか。そ

ういった意味でも、そこも一つの目的として捉えることもできるのではないかというふうに感じ
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たところでございます。 

 また、情報についても幾つかご指摘をいただきました。ここはとても大事なことだと思います。

目的というより、まさに達成するための手段ですね。ここについてもしっかりと検討せよという

ご指摘だと思いますので、このあり方について、委員長からもこの後のサードパーティのところ

とも関連もあるのではというご指摘も既にいただきましたけれども、そことの関連も含めてその

手段ですね、それについてもしっかりと事務局としても検討してまいりたいと思います。ありが

とうございます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後の論点のサードパーティの活用についてご説明を頂戴したいと思います。よろ

しくお願いします。 

○吉田省エネルギー課長 

 最後のパートになります、サードパーティの活用について、26ページをお開けいただきたいと

思います。 

 このパートのまとめ、要約のところでございますが、まず、現行制度でございます。省エネ法

による直接的な規制が及びにくい中小企業あるいは消費者につきましては、これまでトップラン

ナー基準によって個々の機器の省エネ性能の向上を促しまして、これらの機器が買い替え等によ

って実際に消費者の方々に導入されるということで省エネを進める。やや間接的な減少になりま

すけれども、こういうやり方でこれまで省エネを進めてきたというふうに認識をしております。 

 今後でございますけれども、中小企業あるいは消費者、これは例でありますけれども、なかな

か省エネ法の直接的な規制が及びにくい分野について、直接的にアプローチできる方がいるので

はないか。それをここでサードパーティと呼んでおりますが、そのサードパーティに何らかの形

で働きかけを強めて、さらに省エネを進めるために支援制度、例えば補助金等ございますけれど

も、こういったところの充実がいろいろ検討できるのではないかと考えておりまして、このあた

りについてご議論いただきたいと思っています。 

 以下、補足資料になってまいりますが、27ページをごらんいただければと思います。 

 これは以前もご説明したかもしれませんが、産業、業務、運輸、家庭ということで、我々はエ

ネルギーミックスの中でそれぞれどれぐらい省エネしなきゃいけないかということを事細かに割

り振っているわけでございますが、先ほど申し上げましたように、直接的に省エネ法でいろいろ

な支援、省エネ法あるいは省エネ補助金の支援あるいは指導等ができるところは限られておりま

して、すみません、次のページをごらんいただければと思いますが、例えば中小企業の皆さん、
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ピンク色で塗っていますね、中小企業の皆さん、あるいは業務あるいは家庭の分野にあると思い

ますけれども、ビルや新築・既築の住宅、あるいはその業務、家庭の中に入っている空調、照明

等は必ずしも直接的な規制が及びにくいところもあると思っています。こういったところに直接

的にアプローチできる方々というのがおられるわけで、この後、例を４つほどお示ししますが、

右下にＺＥＨビルダー、ちょっとあちこちに行きますけれども、一番左側にエネマネ事業者、そ

れから省エネルギー相談地域プラットフォーム、最後にエネルギー小売事業者ということで４つ

ほどサードパーティと我々が今考えている方々を書いていますが、こういった方々の活動をしっ

かりと我々としても支援していくことで、さらに、なかなかアプローチしづらかった分野につい

ての省エネがさらに深掘りできるのではないか、こういう考え方でございます。 

 次のページをごらんください。以下４つの、我々がサードパーティだと認識している例につい

てご説明をしてまいります。 

 １つ目はＺＥＨビルダー、ゼロエネルギーハウスでございますけれども、我々はＺＥＨについ

ては、自立的な普及を図るために、2020年度までに住宅の過半数をＺＥＨ化したいということで

話を進めておりますけれども、その販売する住宅の過半数をＺＥＨ化することを宣言した工務

店・ハウスメーカーあるいは設計事務所等を「ＺＥＨビルダー」として登録する、こういう仕組

みを持っております。 

 ＺＥＨ補助金、我々は出しています、125万円を今出していますけれども、ＺＥＨ補助金とい

うのは、登録されたＺＥＨビルダー、こういった方々が設計、建築したものに限って交付すると

いう制度にしております。いわば、ＺＥＨビルダーにある意味補助金というインセンティブを与

える。そういう仕組みを持つことによって、このＺＥＨビルダーさんが活動していただいて、Ｚ

ＥＨの具体的な普及・拡大が進んでいく、こういったところを期待するという格好になっていま

す。 

 ＺＥＨビルダーさんをサードパーティと捉え、そこに対して補助金を我々として用意すること

で、ＺＥＨを広めていく、こういう体制をとっているというのが１つ目の例でございます。 

 30ページをごらんください。 

 ２つ目の例は、エネマネ事業者でございます。エネルギー管理支援サービスをやっておられる

事業者のことを、我々はエネマネ事業者と呼んでおりますが、これは省エネルギー補助金を活用

して支援をしています。 

 省エネ補助金において、省エネ・電力ピーク対策に寄与する設備等の導入に加えて、ＥＭＳを

導入し、エネルギー管理支援サービスを通じて工場・事業場等の省エネ・電力ピーク対策支援す

る方を、我々はエネマネ事業者として位置づけています。 
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 エネマネ事業者を活用して、この省エネをやるということで、この省エネ補助金を申請いただ

いた方、これは採択された場合には、補助率で優遇するという制度になっておりまして、３分の

１補助が２分の１補助になるという格好になっています。 

 エネマネ事業者を使うと、例えば右側に表がございますが、申請された省エネ量もかなり大き

いということもございますし、エネマネ事業者にインセンティブを与えることでいろいろな事業

者を開拓していただいて、省エネの余地を開拓していただいてさらになる省エネが進むのではな

いかというふうに考えておりまして、我々としてこのエネマネ事業者をしっかりと育成をしてい

きたい、支援をしていきたいと考えています。 

 現状、平成27年度当初の省エネ補助金での実績ですが、左側の円グラフでございます。ちょっ

と見づらいですけれども、青色で塗ったところ、それから緑色で塗ったところを赤で囲んでおり

ますが、ここがエネマネ事業者を活用した省エネ補助金の活用の実績でございます。ざっくりと

３割ぐらいの方でエネマネ事業者を活用していただいておりますが、青が大企業、かつ活用した

例、緑が、中小企業が活用した例でございます。こういったところを我々としては広げていきた

いと考えております。サードパーティ、エネマネ事業者を活用する例でございます。 

 次のページをごらんください。３つ目の例は、省エネルギー相談地域プラットフォームでござ

います。これも我々、予算事業でやっているものでございます。 

 省エネルギー相談地域プラットフォームと申しますのは、下に絵がございますように、それぞ

れの地域で省エネルギー支援をする仕組み、体制をつくっていただきます。金融機関や省エネル

ギーの専門家、あるいは経営の専門家も含めて、それぞれの地域でプラットフォーム、体制を構

築指定ただきまして、左側の省エネルギーで悩んでいる中小企業の相談に乗っていく、あるいは

支援をしていくというような体制でございます。 

 右側にございますように、このプラットフォームは、いろいろな場面で中小企業の相談に乗る

ことになります。まずはプランですね、どういう形で省エネを実施していくのかというところに

ついてのアドバイス、あるいはそれをどう実現するのか、資金計画あるいは融資制度等の案内を

することによって資金の面でも、実行面でも支援をしていく。あるいはそのフォローアップ、あ

るいはさらにさらなる改善ということで、ＰＤＣＡ全体にわたって関与していくということを目

標にやっている制度でございますが、こういった方々は中小企業に直接接するサードパーティで

あるというふうに我々は認識をしておりまして、こういった活動を全国に広めていくこと、これ

によって中小企業のさらなる省エネを進めていきたいというふうに考えています。 

 現状、ここにも書いていますが、全国19で既にプラットフォームが立ち上がっておりますが、

29年度までにこれを我々、全国に広げていきたいと思っています。 
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 32ページには、今ございます19プラットフォームの場所、それからそれぞれの中心となる母体

をご参考までにご紹介をしております。 

 最後に、４つ目の例でございますが、エネルギー小売事業者をサードパーティとして捉えた例

でございます。 

 需要家と顧客接点があるエネルギー小売事業者が製品やサービス、それから情報提供といった

ことを通じて需要家の省エネを促進していくという非常に重要な取組だというふうに思っていま

す。 

 エネルギーの小売全面自由化ということがございますけれども、市場環境が大きく変化する中

で、今後も小売事業者と需要家が適切に省エネが推進できるように、我々としては、小売事業者

による情報提供等のあり方をこれからも検討していきたいと思っておりまして、別途勉強会を設

けて、今このあたりについて情報共有、それからベーストクラクチャーの収集等を今進めている

ところでございます。 

 背景としては、省エネ法にも規定がございまして、86条に一般消費者への情報提供という部分

がございます。赤い部分だけ追っていただければ読めると思いますが、一般消費者に対するエネ

ルギー供給の事業を行う者は、消費者のエネルギー使用状況に関する通知、その他一般消費者が

行うエネルギー使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければいけない。努力目標でご

ざいますけれども、こういう努力規定がございます。こういったことを背景に、既に小売事業者

の皆さんはいろいろな工夫で情報提供等をされておりますが、これをさらに進めていきたいとい

うことで、いろいろな事業者が今、次の最後のページになりますけれども、既に、これは製品・

サービスの例でございますが、多様なサービスを提供しつつございます。こういった情報もしっ

かり共有をして、あるべき姿ですね、サードパーティとして最初需要家の皆さんに接している小

売事業者を通じてさらに省エネをどう進めていけるかということについても大きな課題だと思っ

ておりまして、先ほど申しましたように、別途勉強会も設けてやっておりますが、これもサード

パーティの一つの柱として我々検討していきたいと考えておるところでございます。 

 以上のサードパーティのさらなる振興、今申し上げた例は、既に我々は予算事業なんかを通じ

て着手をしているものでございますが、こういったことをさらに広げていくためにどういった課

題、論点があり得るかといったところについてご議論いただければと思います。ありがとうござ

います。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。省エネのサードパーティを活用していこうというのは新しいご提案

かと思いますけど、応援団、サポーターをどんどん広げていこうという話でございますけれども、
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ただいまのご説明につきましてご質問、ご意見等ありましたら、どうぞ。 

 それでは順番に、山川委員。 

○山川委員 

 ありがとうございました。サードパーティのご説明のところに関連して、家庭対策のところに

ついて意見を申し上げたいと思います。家庭の省エネを進めるのは本当に大変だというのが皆さ

んの認識だと思うんですけど、そういう中で、33ページに出てくる省エネ法の第86条というのが

とても大事な条文だと思っております。これから一層進める上では、ここをどう具体化していく

かというところが大事なポイントになると思います。 

 ３つほど申し上げたいんですけど、１点目は、これは前回の委員会でも申し上げましたが、サ

ードパーティはたくさんありますので、今回は例として挙がっておりますことは承知しています

が、いろいろなサードパーティをどう活用していくかというところを検討いただきたいと思いま

す。家庭の場合ですと、今例に挙がっているエネルギーの小売事業者とＺＥＨビルダー以外には、

この86条に書いてありますとおり、建築物の販売、賃貸の事業者、機器の販売事業者などがあり

ますので、こういうところの活用を考えていくべきだと思います。その上で、ここに努力目標と

して書かれているだけでは具体的に何をしていいかわからない部分もあると思うので、何か指針

のようなものがそれぞれあるともっと進みやすくなると思います。 

 それから２点目ですけれども、この86条を掘り下げるというときに、機器の買い替えの視点を

しっかり入れていく必要があるのではないかと思います。省エネ法ではトップランナー基準があ

り、ラベリングの制度があって、機器自体の効率を上げていくことと、買うときにどれを選ぶか

というのは施策として入っていると思うんですけど、そもそも買い替えをするというのが今難し

いと思います。家庭向けの講座をやりますと、今これだけお金を出すことはできないという家庭、

そういう人には以前の家電エコポイントみたいな初期投資を抑えるような何かがあるといい、一

方で、買い替えるとそんなに得になるのを知らなかったという家庭もいて、講座のアンケートな

どで、すぐ買い替えますと書いてある場合もあるんですね。そういう方には、効率がこれだけ改

善しているということを伝えるという、そんなやり方、大きく二通りあると思います。 

 最後ですけど、エネルギーの小売事業者の情報提供に関して、具体的な話なんですが、小売事

業者からの情報で一番身近なのが検針票です。検針票には、省エネを考えるもとになる貴重な情

報が載っていて、前年同月使用量や当月使用量なんかが出ていますが、残念ながら余りちゃんと

見てもらっていないというのが実態です。私も実際に講座などで検針票の見方を話したり、場合

によっては、家から検針票を持ってきて、それを見ながらやることもやっているんですけど、金

額のところは見ますけど、それ以外のところは余りご覧になっていないというのが実態です。い
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ろいろな情報が入っていて、残念ながらとてもちっちゃい字で書かれていますので、なかなかそ

こまで見てくれる人は少ないかなと思います。 

 これは具体的な一例ですけれども、今ご説明にありましたが、これから小売事業者の省エネガ

イドラインをつくられる中で、単に情報提供はこういうものをしましょうというだけの話じゃな

くて、消費者にちゃんと見てもらって、行動につながるような出し方がどうあるべきか、是非そ

こまで細かく検討していただけるといいと思います。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。たくさんご提案いただきました。後ほどまたコメントがあれば事務

局のほうからしていただきたいと思います。 

 それでは、宮島委員。 

○宮島委員 

 ありがとうございます。まず前提として、こうしたサードパーティ、いろいろな組織を使って

進めていくということは非常にいいことだと思います。その上で２点、将来的にも気になること

を申し上げますと、いろいろな形の組織が補助金を使いつつ入ってくるわけですけれども、その

人たちの本当の効果というのをやはりちゃんと図りながら、実際に補助金をもらって、ちょちょ

ちょっとアドバイスしたというだけで補助金を取る変な事業者が出てこないかとか、ちゃんと投

資に見合っただけの効果が上がっているかということに関しては、まだスタートしたばかりです

から、そこに茶々を入れるつもりはないんですけれども、きっちりとそういった、無駄な組織が

入ってくる余地が出ないような形で厳しく進めていくのがいいかなと思います。 

 ２点目は、中小企業への広がりに関して、相談の窓口をつくることそのものは非常にいいと思

います。 

 行政全体に思うことなんですが、今やはり中小企業に知らせたいけれども、届いていないこと

ということがすごくいろいろな分野であるなと思っています。例えば、ぱっと思いつくだけでも、

中小企業にもっと知財の知識を広めたいけれども届いていないとか、新産業の視点をもっと経営

者に知ってほしいけれども届いていない。それぞれの組織とか担当が窓口をつくろうとしている

と思いますが、問題は、その窓口に人が来てくれるか、ちゃんと情報発信が受け止められるかと

いうところだと思いまして、例えば、この参考ページの32ページに、プラットフォームの一覧が

書いてあります。それで、これは全国にいろいろ書いてあるんですけど、このタイトルを見ただ

けで、私自身は、場所は浮かばないんですが、中小企業がすぐに行こうと思うかな、どうかなと

いうところが気になります。つまり、改めて省エネに、最初から関心がある中小企業はそんなに
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多くないとして、そんなに関心がない企業でも、ふらっと立ち寄るぐらいの感じの低い窓口じゃ

ないと、結局は窓口をあけているけれど、そして行政としては責務を果たしていように見えるけ

れど、実態に全く届かないということはあり得ると思うんですね。だから、方法としてはできる

だけワンストップのほうがいいと思うし、中小企業が、これは今は意識していないかもしれない

けど意識してほしいというものに関しては、できるだけ一括して情報提供できるような連携した

組織というのが望ましいと思っておりまして、このセクションだけでは難しいことだと思うんで

すけれども、そういった形で進めていただければと思います。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。補助金の効果を検証しろと、厳しいご指摘でございました。 

 それでは、田辺委員。 

○田辺委員 

 まず、非常に数が多くて、一つ一つの省エネのとりしろが少ないロングテールのところにサー

ドパーティを活用すると極めて有効だというふうに思います。 

 まず、例の１番目に出ているＺＥＨビルダーですけれども、多分、先週あたりで2,700社ぐら

いがＺＥＨビルダーに登録しています．無料に近い政策でこれだけヒットするとすばらしいなと

私は思うんですけれども、ハウスメーカーや工務店は非常に関心が高くて、なっていないともう

住宅が新しいところが受注できないんじゃないかという状況になっている。こういうことから考

えると、加速度がついてきたので、ここでやめないでほしい。かつての太陽電池のような政策に

なってしまうと困るので、もうしばらく続けて加速度をやはり維持していただけるといいんじゃ

ないかと思うんです。どうしてかというと、周辺の建材メーカーとか部品メーカーがＺＥＨのカ

タログというのをつくり出されていて、そこに掲載されている部材は非常に省エネ性能が高いん

です。そういったものの値段が下がってくると、さらに普及するだろう。それから、補助金の形

態としてはほかの省庁行われていますけれども、こういうＺＥＨビルダーの方は、実は地域の医

院とか店舗とか、そういうものも実は建設されている方が多いのです．同じ商材が同じようなと

ころに使っていけるような可能性があるのではないかというふうに考えます。ぜひ、この勢いを

止めないでいただきたいなと思います。 

 それから、エネマネの件に関しては、後でＮＥＤＯの省エネ技術戦略から紹介があるので、そ

こで述べたいと思いま．省エネに関してはいろいろな知恵を集めることが重要です．例えば、私

は、最近おもしろいなと思った補助金があります．中小の事業者には、建物の中にサーバーを持

っているところがある。サーバーを持っているとその部屋はどんどん冷やさないといけないんで

すけれども、例えば、それをクラウド型にしてＰＵＥ性能が良い，非常にグリーン性能の高いサ
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ーバーと契約すれば補助金を出すというのを東京都が始められています．そうすると、建物の熱

負荷が下がるので、省エネになり冷房も非常にきくようになるんです。ですから、よいアイデア

があって、今まで建物の中だけで処理していたものを外に出していくような、こういったものが

必要かなと思います。 

 先ほどの省エネのマークでBELSマークとか、36条のＥマークとかが出てまいりましたけども、

住宅は先ほどのZEHのおかげで、多分年度１万棟を超えるようなラベルが出るんじゃないかと思

います．これに対してビルはやはりなかなか、特に既存ビルに関してはラベルをなかなか取ろう

というインセンティブ確保が難しい．また，等級が上でないと、やはりとろうという気にならな

い．役所のビルとか公共建築が省エネの適合マークを率先してとるような、そういうことから、

やはり始めていく必要があるのではないか。そうすると、不動産の重要事項説明、今、努力義務

ですれども、ヨーロッパにあるように、不動産の取引の重要事項として取り扱われれば、省エネ

が大きな価値を生むのではないかというふうに考えます。 

 それから、最後のエネルギー小売事業者の件ですが、私、これなかなか難しいことがあるなと

思って、１つは、エネルギーの小売全面自由化されると、事業者にとってはたくさん売ったが儲

かる。だけど、国全体としては省エネにしてほしい。ですから、キロワットアワーが消費者にと

っても少ないほうが安くなるんだけど、事業者のほうは売りたくなる。３段料金が今後廃止され

る可能性がある中で、どうやって省エネしていくかを議論する必要がある．今まで多分３段料金

があったせいだとか、あるいはエネルギー単価が震災後上がったことによって、我々の電力消費

が少なくなっているものを、消費者，事業者の利益を守りながら行うというのは、一度やはり原

点に戻って考える必要があるんじゃないか。 

 私は、するのがいいのかどうかという議論はこれからだと思うんですけれども、英国、米国な

どの制度は、やはりエネルギー供給事業者に省エネ義務を課しているからできているということ

があると思うので、前提条件を置かないで、これらの最新情報をやはりきちんと収集して、どう

してそういう行動が起こっているのかとか、あるいはそうすることで何か悪いことが起こってい

るのかとか、やはり情報収集をきちんとしていくべきではないかというふうに考えます。 

  以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。最後の視点は多分ワーキンググループのほうでいろいろご検討いた

だけると思いますけど、デカップリングをするだとか、あるいは新しいビジネスモデルをやはり

そこで考えなきゃいけないとか、いろいろ手法はあろうかと思いますので、十分にご検討いただ

いた上で適応策を考えていただきたいと思います。 
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 それでは、佐藤委員。 

○佐藤委員 

 身近なところでの提案です。最近の冷蔵庫は、ドアの開放時間が長いとアラーム音が出ます。

そこで、電気スマートメーターと連動させて、電気使用量が一定以上になると、屋内でアラーム

音のするサービスもエネルギー小売事業者が実施すれば、家庭消費者にも省エネ意識が浸透する

と思います。 

 やはり来年からは電気だけでなくガスも自由化します。台所とか給油暖房などはロスのないガ

スで、そして、ガス利用のできない電灯やエアコン、冷蔵庫などは電力を大切に使用するという

エネルギーのベストミックスをエネルギー小売事業者が提案するように誘導するべきだと思いま

す。また、エネルギー小売事業者について、ネガワットは経済成長しながら省エネをしていくと

いうことにつながると思います。電力の需要抑制や省エネに寄与すると聞いていますので、消費

者のメリットや契約における消費者保護の留意点は何かについて、次回の委員会でネガワットに

ついてご紹介いただければと思います。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。大分時間が押しておりますけど、オブザーバーの方お二人……豊田

さん、ごめんなさい、見落としました。 

○豊田委員 

 ありがとうございます。省エネのさらなる推進と省エネビジネスの推進という２つの観点から

サードパーティの活用というのは非常に重要だと思います。ここにいろいろ例がございましたけ

れども、空調設備の製造メーカーみたいなものも恐らく適格者であられようと思います。こうし

たサードパーティを増やしていくことは非常に重要なことだと思います。 

 恐らく、工夫が要るのは、田辺委員もおっしゃいましたけど、小売事業者の関与の部分だろう

と思います。サードパーティとして事業者に最も近いところまで来ているのは小売事業者である

わけですので、小売事業者をどういうふうに関与していただくのかということは非常に重要だろ

うと思います。 

 そのときに、まさに欧米というか特にヨーロッパが参考になります。ヨーロッパは自由化の中

で小売事業者に義務まで設けています。ビジネスとしては、売上げ拡大と反することをすること

になるわけです。従って、どこまで関与していただくかについては非常に工夫がいると思います。

一種のガイドラインみたいなのがないと、過剰な競争になるおそれもあると思います。 

 一方で、ヨーロッパではっきりしているのは、コストを事業者に上乗せさせる制度設計ができ

ていることです。あいまいな形で、ビジネスに反するような事業を行わせていくというのは大き
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な論理矛盾があります。自由化の中での規制にかかる話ですので、ヨーロッパの場合には、多く

の国は、コストの負担については規制を導入しているということは明確に共有をしておいたほう

が良いかと思います。その上、消費者が何らかの対応をするときには、インセンティブも用意さ

れています。この小売事業者の関与については、ヨーロッパの実態、プラス面、マイナス面もよ

く見ていただいた上で制度設計をしっかりやっていただく必要があるというふうに思います。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。自由化がされたばかりでございますから、この小売事業者といって

も幅が今までとは全然変わってきたわけですから、しばらく様子を見ながら判断していくことに

なろうかと思いますが、その間じっくりと検討していただきたい。 

 では、松下委員。 

○松下委員 

 今のエネルギー小売事業者の件で言うと、都ではこればかりではないんですが、いろいろな意

味で見える化を図っていこうということで取り組んでいる部分があります。この小売事業者の方

も、いろいろな値をおっしゃって、それもどこから電源をとっているかというので、再エネから

取っている率がどのくらいあるのかとか、そういうような部分について比較できるように都では

一覧表にして消費者の方に情報提供できるようにというようなことで今やっているところであり

ます。そういう意味で、この事業者がいい事業者なのかどうなのかという、ちょっと表現は悪い

かもしれませんが、そういうのが比較できるようなそういう仕組みというのはもっともっとつく

っていく必要があるのかな、消費者の方が比較検討できるような材料を提供していくというのが

必要なのかなというふうに思っています。 

 あと、先ほど家庭の話が出ました。都では、省エネ、節電の家庭の省エネアドバイザー制度と

いうのをやっているんですが、これ、例えば生協さんですとか、あるいはガス会社の検針の方で

すとか、こういう方にご協力いただいて登録いただいて、各ご家庭に回るときにリーフレットな

りをお渡しいただいて、いろいろ省エネのご説明をいただくとか、必要に応じてご家庭の中まで

入らせていただいて、いろいろアドバイスをさせていただくというようなことをやっているんで

すが、今正確な数値を覚えてなくて申しわけないんですけれども、昨年、１万件ぐらいそういう

リーフレットを配ったり、１万件以上以上やっているんですが、実際に中まで入れていただいて、

いろいろアドバイスができたというケースは百数十件にとどまっているということで、なかなな

ご家庭の中に入れていただくというのが大変なハードルでして、ここら辺は私たちもいろいろ工

夫しなくちゃいけないとは思っているんですけれども、そういう意味で、逆に、各ご家庭の皆さ

んも、そういう方が来たときに、この人たちをうまく利用してうちの省エネ進めようじゃないか
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とか、うちの、ある面、電気料金の節約にしようじゃないかとか、そういうふうに認識が高まっ

てくるともう少しやりやすくなるのかな、そういう気もしています。そういうような部分を含め

て、何かいろいろと工夫していく必要があるのかなと思っております。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。いずれ時間がありましたら、詳しい内容等をお伺いしたいような気

もいたしますけれども。 

 それでは、お待たせしました。オブザーバーの方、奥村さんと武田さんの順でお願いします。 

○奥村オブザーバー 

 短く申し上げます。サードパーティって非常にいい制度だと思います。これは進めるべきだと

思いますが、ただ、もう一点、消費者とか、あるいは中小企業者から見ると、そもそもそういっ

た方々が消費の知識を持っておられるのかどうかというのは多分気になる視点じゃないかと思い

ます。 

 省エネ法はご存じのように、エネルギー管理士資格を持つエネルギー管理者及びエネルギー管

理員等が、事業者のもとでエネルギー管理をすることになっていますけれども、基本的には、今

言ったように、部分的にはあるかもしれませんけれども、サードパーティを前提にした制度では

ないので、むしろ、こういった管理士とか、あるいは管理員の中にそういった知識を持つ方がお

られるので、そのあたりをもっと活用されたらいかがかなということです。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは武田さん、お願いします。 

○武田オブザーバー 

 ありがとうございます。株式会社エネットの武田と申します。２点ほど述べさせていただきた

いと思います。 

 １点目は、サードパーティの例の④に書いてありますが、エネルギー小売事業者の情報提供の

あり方について。今回の全面自由化を受けて、私ども新電力も低圧のお客様等について電気を供

給できるようになりました。 

 エネットにつきましては、低圧のお客様については、電力会社の送配電部門から送られてくる

30分ごとのデータを活用しまして、各お客様にリアルタイムの「見える化サービス」を提供して

おります。このようなデータを見ることによって、お客さんがきちんと省エネ、あるいはいろい

ろなエネルギーの使い方を工夫してもらうということに役に立っているものと思います。 
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 あるいはもう少し大きい高圧とか特別高圧のお客様に対しては複数施設を持っているというこ

とで、複数施設の比較をしてあげて、無駄な使い方をしているようなことがないかどうかという

分析のヒントになるようなデータについても提供していますし、あるいはある程度しきい値を持

って、使い過ぎになりそうだというときには警報を出すというようなサービスも、これは全て現

在無償で提供して省エネに役立てていただきたいと考えております。 

 それからもう一点です。サードパーティの例の②についてなんですが、エネマネ事業者につい

て書かれてありますけれども、ここに書いてありますとおり、これまではＥＭＳを導入して、エ

ネルギーマネジメント事業者がいろいろな支援サービスをするという形態が主流であったと思い

ます。今後、スマートメーターが入って、私どもは電力会社から直接もらうＡルート、それから

スマートメーターから直接入手するＢルート、それから、第三者経由でデータを入手するＣルー

ト、といったいろいろな形態のスマートメーターからの情報の取り方が出てくると思います。し

たがって、従来のＥＭＳをイメージした補助金のあり方、あるいは省エネ政策のあり方を一歩進

めて、そういうスマートメーターが今後どんどん増えていくというところも考慮した政策のあり

方、補助金のあり方についても検討してほしいと思います。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。大分時間が押しておりますけれども、今までの論点につきまして、

事務局のほうで何かコメントございましたらお願いします。 

○吉田省エネルギー課長 

 では、簡潔に。サードパーティについても大変積極的なご議論ありがとうございました。重要

性については多くのご議論をいただいたと思います。その役割だとか機能というものをしっかり

高めていくために今別途勉強会をやっておりますので、そちらで関連の情報もしっかり集めなが

ら、あるべき方向性を考えたいと思います。例えば、買い替えの話もございましたけど、例えば

最後の紙ですね、34ページなんかを見ますと、既に幾つかの事業者からはそういうご提案もある

かに聞いています。また、その機能を高めていくための工夫なんかも幾つかご指摘いただきまし

たが、そういったこと以上に、この後しっかりと検討を進めていきたいと思います。海外の情報

にも幾つか触れていただきましたが、そういった情報も加味しながら、方向性について日本とし

てどういうやり方がいいのかということはしっかりと議論をしていきたいというふうに思います。 

 また、サードパーティの支援策について、実態をしっかりつかむようにと、費用対効果ですね、

そこもしっかり見ていくこと、これは当然のことでございますので、しっかりやっていきたいと

思いますし、今まさに盛り上がっているところをやめないというようになご指摘もいただきまし
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た。しっかりとそこも踏まえて、この後進めていきたいと思います。ありがとうございます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 

（２）省エネルギー技術戦略２０１６ 

 

○中上委員長 

 進行が余りうまくなくて、大分時間を超過してしまいましたけど、あともう一つ議題がござい

まして、議題（２）の省エネルギー技術戦略2016がまとまったそうでございます。本件につきま

して、ＮＥＤＯの渡邊省エネルギー部長よりご説明を頂戴することになっております。ここでは

20分時間が必要となっておりますので、どうも12時に終わりそうもございません。若干の延長を

お許し願いたいと思います。それでは渡邊部長、よろしくお願いします。 

○渡邊オブザーバー 

 ありがとうございます。ＮＥＤＯで省エネルギー部長をしております渡邊といいます。本日は

「省エネルギー技術戦略2016」についてご説明させていただく機会をいただきまして、ありがと

うございます。時間が余りありませんので、簡潔にご説明をさせていただきます。 

 早速でございますけど、２ページ目をごらんいたたければというふうに思います。 

 ２ページ目は、省エネルギー技術戦略がどういうものであるかということについて記載をさせ

ていただいております。 

 省エネルギー技術戦略でございますけれども、政府のほうでつくっておられるエネルギー基本

計画などに示された、政府の省エネルギー技術開発の方針を踏まえまして、省エネ技術開発の具

体的な方向性を示すガイドライン、ロードマップ的な位置づけとして策定をしてきているもので

ございます。 

 本戦略の骨子につきましては、ここに記載されてありますように、後半多岐にわたる省エネ技

術の中から重点的に取り組むべき重要技術を特定いたしまして省エネルギー技術開発のあり方、

省エネルギー技術の国際競争力維持強化等について言及をしています。また、特に各重要技術に

つきましては、技術シートを作成いたしまして、技術開発の進め方とか技術普及のための方策、

波及効果等について言及をしているものでございます。 

 こういった技術戦略につきまして、私どもＮＥＤＯにおきましては、この技術戦略で示された

重要技術について、提案公募型事業である「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」の採択審

査で加点により優遇して、限られた予算を十分配分を行うことによって活用しているということ
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でございます。 

 次のページでございますけれども、これまでの沿革について簡単にまとめたものでございます。 

 省エネルギー技術戦略でございますけれども、2006年５月に策定・公表された「新・国家エネ

ルギー戦略」の中に省エネルギー技術戦略を策定して、定期的に改定をしていくということが明

記をされております。これを踏まえまして、資源エネルギー庁が「省エネルギー技術戦略2007」

を策定しているのが最初でございまして、その翌年2008年からは、ＮＥＤＯもこの策定作業に携

わることになっております。これ以降は、資源エネルギー庁とＮＥＤＯが共同で省エネルギー技

術戦略を作成してきているものでございます。 

 次のページでございますけど、今般、なぜこの「省エネルギー技術戦略2016」をつくることに

したのかということ、それが４ページ目、５ページ目にまとめております。 

 もともと2013年の秋ごろでございますけれども、エネルギー基本計画を見直す動きがありまし

た。これに呼応して省エネルギー技術戦略、当時は2011というのがあったんですけれども、これ

を改定して「省エネルギー技術戦略2014」という形で取りまとめようということで準備を進めて

いたわけでございますけれども、2014年４月に策定されましたエネルギー基本計画の中で、エネ

ルギー関連技術開発のロードマップを夏ごろまでに策定するということがうたわれたこととか、

エネ技を踏まえまして、この省エネルギー小委員会のほうでもいろいろ議論が開始すると、そう

いったようなことがありましたので、そういった政府の動きを、結果を踏まえてつくったほうが

いいということで、しばらく様子を見ていたということでございます。その後、省エネ委員会の

報告書とか、さらには長期エネルギー需給見通しのエネルギーミックス、さらにはＺＥＢ・ＺＥ

Ｈのロードマップ、いろいろなものが取りまとめられておりますので、それらを踏まえて今回

2016を策定し、公表することにした次第でございます。 

 ６ページ、７ページでございますけれども、省エネルギー技術戦略の構成について記載をして

おります。 

 ６ページ目でございますけれども、これは本文の目次でございます。 

 次のページの７ページ目でございますけれども、こちらにつきましては、添付資料という形で、

導入シナリオと技術シートを含むもの、この２つのものから成り立っております。 

 次の８ページ目でございますけれども、これは技術戦略本文の主な内容についてまとめており

ます。すなわち、各部門ごとに省エネルギーの状況、それから重要技術、技術開発の方向性を示

すとともに、省エネルギー技術開発支援のあり方、さらには国際競争力の維持強化について触れ

ているところでございます。 

 特に今回、「省エネルギー技術戦略2016」の改定の主なポイントでございます。こちらについ
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て少し詳細にご説明をさせていただこうというふうに思っております。 

 後ほどご説明をいたしますけれども、この省エネルギー技術戦略では、重要技術５分野で14の

技術を特定しているんですけれども、特に部門横断のところにつきまして、これまで2011年は

「次世代エネルギーマネジメントシステム」という形で重要技術を特定しておったわけですけれ

ども、これを「革新的なエネルギーマネジメント技術」ということで改めております。これは、

ＩｏＴなどの新たな関連技術の動向を踏まえまして、より広い概念になるように配慮したという

ことでございます。 

 具体的に言いますと、これまでのエネルギーマネジメントシステムにつきましては、１事業所

とか１世帯単位でのマネジメントを主眼として実施をされてきたわけでございますけれども、特

に情報通信技術の進展によりまして、個別のエネルギー消費機器のリアルタイムな状況を把握・

分析をして、単体の機器や設備をさらに効率的に稼働させて、全体最適を図るというオペレーシ

ョン段階でのエネルギーマネジメント技術、こういったところが重要だということで、今般、革

新的なエネルギーマネジメント技術ということで改めて重要技術として特定をしたものでござい

ます。 

 例えば、ＩｏＴとかいろいろ設備機器をセンシングをして、その情報をネットワークを通じて

リアルタイムで取得されたビッグデータを解析して活用することによって、我々人間の行動とか

生産設備の稼働パターンに応じた制御を行うこととか、ＩｏＴをネットワーク化し、センシング

技術を活用して重要な機器だけはなく、分散型電源を遠隔で制御して熱電気の最適活用をする統

合制御技術の開発、こういったようなものを重要技術として位置づけているものでございます。 

 ２つ目でございますけれども、「省エネルギー技術開発の支援のあり方」について改めて言及

をしております。特に今回強調したことは、技術開発プロジェクトの実施において、速やかな実

用化と市場への普及を目指して、ＰＤＣＡサイクルを進化させた高度な技術開発マネジメントを

構築、実践していくことが重要だろうということと、２つ目でございますけれども、特に普及に

ついてでございますけれども、新たな技術の普及初期の段階ではコストが高いとか、運転実績が

乏しいなどの理由から、事業者のほうでは大きなリスクを負うことになります。そういったこと

もありますので、技術開発プロジェクトの実施において、事業リスクを低減するための導入支援

制度をうまく組み合わせることによって、速やかな実用化と市場への普及を図っていくことが必

要ではないかということ。３つ目でございますけれども、事業化を見据えた技術開発に取り組ん

でいくことが重要なわけでございますけれども、その一方で、日本の技術面で常に世界を凌駕し

続けるためには、従来の延長線上にないような新しい革新的な技術について長期的な視点に立っ

て技術開発に取り組んでいくことが重要であろうということ。最後４つ目でございますけれども、
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こういったことと同時に、長期的な将来については不確実性が大きいことから、技術を一点集中

ではなく適切なポートフォリオを保持していくことも重要である、そういったようなことについ

て技術開発の支援のあり方についてということで取りまとめているところでございます。 

 次のページ10ページ、11ページ目でございますけれども、「省エネルギー技術戦略2016」の中

で位置づけた重要技術について俯瞰しております。 

 先ほど申しましたように５つの分野、エネルギー転換・供給部門、産業、家庭・業務、運輸、

部門横断という、こういう５つの分野において14の技術を特定しているところでございます。

個々の技術については時間がありませんので割愛をさせていただきます。 

 これらが、今般取りまとめた「省エネルギー技術戦略2016」の内容でございます。 

 私どもにつきましては、先ほど申しましたように、この技術戦略を踏まえまして、ＮＥＤＯに

おける技術開発を進めていきたいというふうに考えておりますし、さらには、こういった技術戦

略で記載されたものを踏まえて、今後我々、ナショナルプロジェクトみたいなものについても企

画・立案をしていきたいなというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。半分の時間でご説明していただきまして、申しわけございませんで

した。 

 ただいまのご説明につきましてご意見、ご質問等ございましたら……田辺さん。 

○田辺委員 

 どうもありがとうございました。今回、次世代エネマネから革新的エネマネになった．大変重

要だと思っています．産業構造審議会が2016年４月27日に、新産業構造ビジョンを出されていま

すけれども、私はこの中のパワーポイントで大変印象に残ったことがあります。１つは、我々が

グーグルで検索したりソーシャルネットに何か書く、そういうバーチャルデータは、実はプラッ

トフォームはもうアメリカに持っていかれているのではないか。今後、我々日本の強みとしては、

リアルデータと書いてあるんですが、例えばエネルギーの消費データですとか、物がどう動くか

とか、こういうリアルデータの活用が日本の生きていく道だろう。その中で、エネルギーや、先

ほどの人の状態とか、こういったものは省エネだけに限らず、ビジネスとしても極めて大きな可

能性を持っているのではないかというふうに思います。 

 私の研究の友達というかアメリカのライバルたちもこんなことを言っています．例えば、コン

ビニで我々が物を買うと、昔は１カ月に１回棚卸をされて、何の物が残っていて、１カ月どれだ

けの売上げになるというふうにカウントしていたものが、今、その場で何が売れて、何を発注す



 43 

ると、そういう経営をされている。加速度経営をされている。ところが、エネルギーに関しては

月ごとに請求が来て、夏幾ら使って、来年までどうするかというのは来年までわからないわけで

す．リアルな加速度データをどうやってビジネスに結びつけていくかというのが我々の仲間とい

うかライバルの中でも非常に大きなテーマになっています．ビジネススクール的な発想を持って

建築環境とかそういうものに切り込んでいく必要があるのではないかということです．ＮＥＤＯ

の技術戦略は省エネに関するものですけれども、ビジネスにも大きな可能性があるということで、

ぜひ力を入れて、新産業構造ビジョンに書かれているようなことも実現されていくといいのでは

ないかというふうに思います。 

 以上です。 

○中上委員長 

 スマートメーターが出てきて、俄然状況が変わってきたわけですけど、つい最近までは、ヨー

ロッパなんかは年に１回しか検針しないようなのが当たり前だったわけですから、圧倒的に遅れ

ていたわけですが、一気に追い抜かれそうでございますので、ぜひここは頑張っていただきたい

と思います。 

 ほかにございませんでしょうか。よろしゅうございますか。どうぞ、海老塚さん。 

○海老塚オブザーバー 

 日本電機工業会の海老塚でございます。 

 ご説明の中にありましたが、この技術開発の中で重要なのは、技術の確立にとどまらず、いか

に技術を実用化するかということと、それを普及させるかということにあるのではないかと思っ

ております。良い技術ですけれども、どうしても当初コストが高いとか、あるいは省エネ性能は

良いのですが、価格が高いというものをいかに普及させるかという仕組みと、初期費用を抑える

ための施策も合わせてご検討いただければ、と思います。 

 以上でございます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。全体を通じて、やはり消費者目線でいかにリアルなデータがきちっ

とやりとりできるかということが大きなポイントかと思いますので、ぜひ積極的に進めていただ

いて、日本初の新しい技術を完成させていただきたいと思います。 

 それでは、本日の議題は以上になります。若干時間をオーバーして申しわけございませんでし

た。 

 

３．閉会 
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○中上委員長 

 委員の皆様、オブザーバーの皆様におかれては、大変ご多忙のところ、また暑い中ご出席いた

だきましてありがとうございました。 

 今朝ほど言うの忘れましたけど、金メダルが２つ増えましたので、少し明るくなっております

けれども、省エネもそういう金メダルを取るつもりでいきたいと思います。２番目じゃだめなの

で、やはりトップにならなきゃ意味がない。 

 幾つか本日はテーマがございましたが、最後のところが新しい話題かなと思います。深掘りし

ていくと、いろいろおもしろい技術、おもしろい方向性が見えたような気もいたしますので、引

き続き皆様方、ご関心を強めていただきまして、またいろいろなご意見等を頂戴できればありが

たいと思います。 

 それでは、事務局より連絡事項があればお願いしたいと思います。 

○吉田省エネルギー課長 

 次回の省エネ小委員会の日程でございますけれども、９月下旬ごろの開催をお願いしたいと思

っております。本日いろいろいただいた意見を踏まえて、事務局のほうでさらに、本日の３点論

点がございましたけれども、その具体化を進めてまいりたいと思います。日程調整を含めまして、

詳細はまた事務局のほうから委員の皆様にご連絡差し上げますので、どうかよろしくお願いいた

します。 

○中上委員長 

 それでは、長時間ありがとうございました。次回またお会いするのを楽しみにしております。 

 ありがとうございました。 

－了－ 


